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競争入札公告（〃）･･････････････････････････････････････････････････････････････････９４ 

○高４枝礒野北町地内管渠工事（６－１）・給配水管移設工事（Ｇ０６－１）に関する 

条件付き一般競争入札公告（〃）･･････････････････････････････････････････････････････９７ 

○葛５枝出地内管渠工事（６６）・給配水管移設工事（Ｇ６６）に関する条件付き一般 

競争入札公告（〃）････････････････････････････････････････････････････････････････１００ 

○市枝野口･市場地内管渠工事（５）に関する条件付き一般競争入札公告（〃）･････････････１０２ 

○高５枝東中２丁目地内管渠工事（２）・給配水管移設工事（Ｇ０２）・配水管布設替 

工事（Ｓ０２）に関する条件付き一般競争入札公告（〃）･･･････････････････････････････１０５ 

○高５枝曽大根地内管渠工事（３）・給配水管移設工事（Ｇ０３）に関する条件付き一 

般競争入札公告（〃）･･････････････････････････････････････････････････････････････１０８ 

○高６枝西三倉堂１丁目地内管渠工事（５４）・給配水管移設工事（Ｇ５４）に関する 

条件付き一般競争入札公告（〃）････････････････････････････････････････････････････１１１ 

○高６枝南陽町地内管渠工事（５１）・給配水管移設工事（Ｇ５１）に関する条件付き 

一般競争入札公告（〃）･･･････････････････････････････････････････････････････････１１３ 

○高６枝南陽町地内管渠工事（５３）・給配水管移設工事（Ｇ５３）に関する条件付き 

一般競争入札公告（〃）･･･････････････････････････････････････････････････････････１１６ 

 

 

 

◇大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、所要の規定整備を行うものです。 

２ 内容 

【固定資産税・都市計画税】 

・わがまち特例の見直し 

   固定資産税の課税標準の減額特例措置について、地方税法で定める上限及び下減並びに参酌基

準割合の見直しがあったことに伴い、課税標準となるべき価格に乗ずる割合の見直しを条例で規

定します。（附則第１０条の２関係） 

（１） 公害防止用設備＜汚水又は廃液処理施設＞（第１０条の２第１項） 

改正前 改正後 

地方税法 条例 地方税法 条例 

1/3を参酌して 1/6以上 1/2以下 1/3 1/2を参酌して 1/3以上 2/3以下 1/2 

（２） 雨水貯留浸透施設（第１０条の２第４項） 

改正前 改正後 

地方税法 条例 地方税法 条例 

2/3を参酌して 1/2以上 5/6以下 2/3 3/4を参酌して 2/3以上 5/6以下 3/4 

 （３） 水力発電設備（第１０条の２第７項） 

改正前 改正後（出力 5,000㎾以上） 

地方税法 条例 地方税法 条例 

1/2を参酌して 1/3以上 2/3以下 1/2 2/3を参酌して 1/2以上 5/6以下 2/3 

 （４） 地熱発電設備（第１０条の２第８項） 

改正前 改正後（出力 1,000㎾未満） 

地方税法 条例 地方税法 条例 

1/2を参酌して 1/3以上 2/3以下 1/2 2/3を参酌して 1/2以上 5/6以下 2/3 

  

公布された条例のあらまし 
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（５） バイオマス発電設備（第１０条の２第９項） 

改正前 改正後（出力 10,000㎾以上 20,000㎾未満） 

地方税法 条例 地方税法 条例 

1/2を参酌して 1/3以上 2/3以下 1/2 2/3を参酌して 1/2以上 5/6以下 2/3 

 （６） 太陽光発電設備（第１０条の２第１０項） 

改正前 改正後（出力 1,000㎾以上） 

地方税法 条例 地方税法 条例 

2/3を参酌して 1/2以上 5/6以下 2/3 3/4を参酌して 7/12以上 11/12以下 3/4 

（７） 風力発電設備（第１０条の２第１１項） 

改正前 改正後（出力 20㎾未満） 

地方税法 条例 地方税法 条例 

2/3を参酌して 1/2以上 5/6以下 2/3 3/4を参酌して 7/12以上 11/12以下 3/4 

・バリアフリー改修が行われた劇場・音楽堂等、主に実演芸術の公演の用に供する施設（家屋）に

係る固定資産税及び都市計画税の減額措置が創設されたことにより、減額を受けようとする所有

者が、改修後３月以内に市長に提出しなければならない書類について条例で規定します。 

（附則第１０条の３第１２項、附則第１９条関係） 

※平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日までの間に、該当施設であることが証明され、か

つ、一定の基準に適合させるよう改修工事を行った場合、当該改修工事が完了した年の翌年度か

ら２年度分の当該家屋に係る固定資産税額及び都市計画税額の３分の１に相当する額を減額し

ます。 

・土地に係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の負担に

ついての調整措置について、現行の仕組みを継続します。（附則第１２条～第１３条、第１３条

の３、第２０条～第２４条及び第２６条関係） 

【法人市民税】 

・二重課税の調整の見直し 

内国法人が合算課税の適用を受ける場合に、外国関係会社に対して課されたわが国の所得税等、

地方法人税及び法人市民税の額のうち合算対象とされた所得に対応する部分に相当する金額をそ

の内国法人の法人税、地方法人税及び法人市民税の額から控除することとされたことによる所要

の整備を行います。（第４０条第２項、第３項関係） 

・納期限の延長の場合の延滞金の除算期間の見直し 

納期限の延長の場合の延滞金について、申告した後に減額更正がなされ、その後更に増額更正

等があった場合には、増額更正等により納付すべき税額（その申告により納付すべき税額に達す

るまでの部分に限る。）のうち延長後の申告期限前に納付がされていた部分は、その納付がされ

ていた期間を控除して計算することとします。（第４２条関係） 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

◇大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

国民健康保険税の算定基準を定める地方税法施行令の一部改正により、国民健康保険税の軽減判 

定所得が引き上げられたことを受け、本市においても、同様の措置を講じ、軽減対象者の拡大を図

るとともに、マイナンバーによる職業安定局との情報連携により特例対象被保険者等が把握できる

場合は、雇用保険受給資格証明書の提示が不要とするため、規定の整備を行います。 

２ 内容 

 ・国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとします。 
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①５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を２７．

５万円（現行：２７万円）に引き上げます。 

②２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を５０

万円（現行：４９万円）に引き上げます。 

・納税義務者が特例対象被保険者等に係る申告をする際に提示を求めていた「特例対象被保険者等 

であることの事実を証明する書類」について、保険者から当該書類の提示を求められた場合に限る 

こととします。 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

 

 

条例第１７号 

大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月３１日  

大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

 大和高田市税賦課徴収条例（昭和２６年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第９条の２中「第４０条第３項」を「第４０条第５項」に、「第４２条」を「第４２条第１項及び

第４項」に、「及び」を「並びに」に改める。 

 第１５条第２項中「当該」を「同表の」に改める。 

 第２７条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第４項中

「によって」を「により」に、「においては」を「には」に、「までに第１項」を「までに同項」に

改め、同条第５項から第７項までの規定中「においては」を「には」に、「の者」を「に掲げる者」

に改める。 

 第３９条の３中「（以下この節」を「（次条第１項」に改める。 

 第３９条の５第１項中「においては」を「には」に、「以下この節」を「次条第２項」に改め、同

条第３項中「第３９条の５第１項」と」の次に「、「の特別徴収義務者」とあるのは「（同項に規定

する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。）の特別徴収義務者」と」を加える。 

 第４０条第７項中「第４２条第２項」を「第４２条第４項」に改め、同項を同条第９項とし、同条

第６項を同条第８項とし、同条第５項中「第３項の場合」を「第５項の場合」に改め、同項を同条第

７項とし、同条第４項を同条第６項とし、同条第３項中「第５項第１号」を「第７項第１号」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第２項中「法の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有

する法人」を「内国法人」に、「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第２６項」に、「前

項」を「第１項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人（以下この条において「内国法

人」という。）が、租税特別措置法第６６条の７第４項及び第１０項又は第６８条の９１第４項及

び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条の８第２４項及び令第４８条の１２の２

に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除す

る。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３第４

項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条の８第２５項及び令第４８条の１２

の３に規定するところにより、控除すべき額を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額から

控除する。 

 第４２条第１項中「によって」を「により」に改め、同条第２項中「によって」を「により」に改

条 例 
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め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 第４０条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第７項中

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が

法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正

申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げ

る期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日

（その日が第４２条第１項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日

より前である場合には、同日）から第４２条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み替える

ものとする。 

３ 第４１条第４項の規定は、第１項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第４項

中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人

についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定す

る市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出によ

り納付すべき税額の納付があった日（その日が第４２条第１項の法人税額の課税標準の算定期間の

末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）から同条第１項の申告書の提出期

限までの期間」と読み替えるものとする。 

 第４２条に次の２項を加える。 

５ 第４０条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第７項中

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が

法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正

申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げ

る期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日

（その日が第４２条第４項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過し

た日より前である場合には、同日）から第４２条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替

えるものとする。 

６ 第４１条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第４項

中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人

についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定す

る市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出によ

り納付すべき税額の納付があった日（その日が第４２条第４項の連結法人税額の課税標準の算定期

間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）から同条第４項の申告書の提

出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

 第５２条第７項中「施行規則第１０条の２の１０」を「施行規則第１０条の２の１２」に改める。 

 附則第３条の２第１項中「第４０条第３項」を「第４０条第５項」に改め、同条第２項中「第４２

条」を「第４２条第１項及び第４項」に、「同条」を「これら」に改める。 

 附則第５条の２第１項中「第４２条に」を「第４２条第１項及び第４項に」に、「同項」を「附則

第３条の２第２項」に、「同条」を「これらの規定」に改める。 

 附則第１０条の２第１項中「３分の１」を「２分の１」に改め、同条第３項を削り、同条第４項中

「附則第１５条第２項第７号」を「附則第１５条第２項第６号」に改め、同項を同条第３項とし、同

条第５項中「３分の２」を「４分の３」に改め、同項を同条第４項とし、同条中第６項を第５項とし、

第７項を第６項とし、同条第１４項中「附則第１５条の８第４項」を「附則第１５条の８第２項」に

改め、同項を同条第１８項とし、同条中第１１項から第１３項までを４項ずつ繰り下げ、同条第１０

項中「附則第１５条第３２項第２号ハ」を「附則第１５条第３２項第３号ハ」に改め、同項を同条第

１４項とし、同条第９項中「附則第１５条第３２項第２号ロ」を「附則第１５条第３２項第３号ロ」

に改め、同項を同条第１３項とし、同条第８項中「附則第１５条第３２項第２号イ」を「附則第１５
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条第３２項第３号イ」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第６項の次に次の５項を加える。 

７ 法附則第１５条第３２項第１号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第３２項第１号ニに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

９ 法附則第１５条第３２項第１号ホに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第３２項第２号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定め

る割合は、４分の３とする。 

１１ 法附則第１５条第３２項第２号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定め

る割合は、４分の３とする。 

 附則第１０条の３第３項を削り、同条第４項中「附則第１５条の８第３項」を「附則第１５条の８

第１項」に改め、同項第２号中「附則第１２条第１７項」を「附則第１２条第８項」に改め、同項を

同条第３項とし、同条第５項中「附則第１５条の８第４項」を「附則第１５条の８第２項」に、「附

則第１２条第２１項第１号ロ」を「附則第１２条第１２項第１号ロ」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第６項中「附則第１５条の８第５項」を「附則第１５条の８第３項」に改め、同項第２号中「附

則第１２条第２４項」を「附則第１２条第１５項」に、「同条第１７項」を「同条第８項」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第７項中「附則第１２条第２６項」を「附則第１２条第１７項」に改め、

同項を同条第６項とし、同条第８項中「附則第７条第９項各号」を「附則第７条第８項各号」に改め、

同項第４号中「附則第１２条第３０項」を「附則第１２条第２１項」に改め、同項第６号中「附則第

１２条第３１項」を「附則第１２条第２２項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第９項中「附則

第７条第１０項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項第５号中「附則第１２条第３８項」

を「附則第１２条第２９項」に改め、同項を同条第８項とし、同条第１０項中「附則第７条第１１項

各号」を「附則第７条第１０項各号」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項中「附則第７条

第１２項各号」を「附則第７条第１１項各号」に改め、同項第５号中「附則第１２条第３８項」を「附

則第１２条第２９項」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１２項中「附則第７条第１４項」を

「附則第７条第１３項」に、「附則第１２条第２６項」を「附則第１２条第１７項」に改め、同項を

同条第１１項とし、同条に次の１項を加える。 

１２ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年

国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の

活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供

する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 （１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 （２） 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

 （３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年政令第

３７９号）第５条第３号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規定する集会場若しく

は公会堂のいずれに該当するかの別 

 （４） 家屋の建築年月日及び登記年月日 

 （５） 利便性等向上改修工事が完了した年月日 

 （６） 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合には、

３月以内に提出することができなかつた理由 

 附則第１１条の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年
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度まで」に改め、同条第６号中「にあっては」を「には」に改める。 

 附則第１１条の２の見出し中「平成２８年度又は平成２９年度」を「平成３１年度又は平成３２年

度」に改め、同条第１項中「平成２８年度分又は平成２９年度分」を「平成３１年度分又は平成３２

年度分」に改め、同条第２項中「平成２８年度適用土地」を「平成３１年度適用土地」に、「平成２

８年度類似適用土地」を「平成３１年度類似適用土地」に、「平成２９年度分」を「平成３２年度分」

に改める。 

 附則第１２条の見出し及び同条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度

から平成３２年度まで」に改め、同条第２項及び第３項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を

「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第４項中「平成

２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「当該課税標準額」

を「前年度分の固定資産税の課税標準額」に改め、同条第５項中「平成２７年度から平成２９年度ま

で」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

 附則第１３条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から

平成３２年度まで」に改める。 

 附則第１３条の２の前の見出し中「昭和４７年度」を「平成６年度」に改め、同条第１項中「附則

第１３条」を「前条」に改める。 

 附則第１３条の３第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２

年度まで」に改め、同条第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成

３２年度まで」に、「にあっては」を「には」に改める。 

 附則第１５条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度

まで」に改め、同条第２項中「平成３０年３月３１日」を「平成３３年３月３１日」に改め、同条第

３項中「第１３４条第１項」を「第１２１条第１項」に改める。 

 附則第２８条中「第１７項」の次に「、第１８項、第２０項」を加え、「若しくは第４５項」を「、

第４５項若しくは第４８項」に改め、同条を附則第２９条とする。 

 附則第２７条中「附則第１９条及び第２０条第２項」を「附則第２０条及び第２１条第２項」に、

「附則第１９条及び第２１条」を「附則第２０条及び第２２条」に、「附則第２０条第１項、第２１

条及び第２２条」を「附則第２１条第１項、第２２条及び第２３条」に、「附則第２１条から第２３

条まで」を「附則第２２条から第２４条まで」に、「附則第２３条」を「附則第２４条」に、「附則

第２４条及び第２５条」を「附則第２５条及び第２６条」に、「附則第２５条第１項」を「附則第２

６条第１項」に改め、同条を附則第２８条とする。 

 附則第２６条を附則第２７条とする。 

 附則第２５条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度

まで」に改め、同条第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２

年度まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条を附則第２６条とする。 

 附則第２４条を附則第２５条とする。 

 附則第２３条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から

平成３２年度まで」に改め、同条を附則第２４条とする。 

 附則第２２条中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」

に、「第１９条」を「附則第２０条」に改め、同条を附則第２３条とする。 

 附則第２１条中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」

に、「第１９条」を「附則第２０条」に改め、同条を附則第２２条とする。 

 附則第２０条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度

まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第２項中「第１９条」を「前条」に、「平成２７

年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」

に改め、同条を附則第２１条とする。 
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 附則第１９条の前の見出し及び同条中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度か

ら平成３２年度まで」に改め、同条を附則第２０条とする。 

 附則第１８条の１５の次に次の１条を加える。 

 （改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１９条 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第１０条

第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第２条第２項に

規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

 （１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号

をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。）

又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番

号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 （２） 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

 （３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第５条第３号に規定

する劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するか

の別 

 （４） 家屋の建築年月日及び登記年月日 

 （５） 利便性等向上改修工事が完了した年月日 

 （６） 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合には、

３月以内に提出することができなかつた理由 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、附則第２８条の改正規定（「若し

くは第４５項」を「、第４５項若しくは第４８項」に改める部分に限る。）は、都市再生特別措置

法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第   号）の施行の日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の大和高田市税賦課徴収条例（次条第１項において「新条例」という。）

第４２条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定は、平成２９年１月１日以後に同条第１項又は

第４項の申告書の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成３０年度以

後の年度分の固定資産税について適用し、平成２９年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

２ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一部を改正す

る法律（平成３０年法律第３号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号。以下この条において「旧法」という。）附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して

課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附則第１５条第

３２項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従

前の例による。 

４ 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新築された旧法附則第１５条の８第２

項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定
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資産税については、なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第４条 この条例による改正後の新条例の規定は、平成３０年度以後の年度分の都市計画税について

適用し、平成２９年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

 

条例第１８号 

大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月３１日  

大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 大和高田市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第２１条第２号中「２７万円」を「２７万５千円」に改め、同条第３号中「４９万円」を「５０万

円」に改める。 

 第２２条の２第２項中「申告書を提出する場合には」を「申告書の提出に当たり」に改め、「書類」

の次に「の提示を求められた場合には、これら」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の大和高田市国民健康保険税条例の規定は、平成３０年度以後の年度分の国民健康保険税

について適用し、平成２９年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 

 

規則第１０号 

大和高田市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成３０年３月２７日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市税賦課徴収条例施行規則（昭和３７年規則第９号）の一部を次のように改正する。 

 別表様式第２号の項根拠条文の欄中「第３３６条、法第４３７条、法第４８５条の６、法第６１６

条」を「第２２条の１２」に改め、同表様式第２０号（その１）の項根拠条文の欄中「大和高田市手

数料条例」の次に「（平成１２年条例第１０号）」を加える。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

規則第１１号 

 大和高田市生活管理指導員派遣事業実施規則を廃止する規則を次のように定める。 

  平成３０年３月２９日 

  大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市生活管理指導員派遣事業実施規則を廃止する規則 

 大和高田市生活管理指導員派遣事業実施規則（平成１２年規則第１７号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

規 則 
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規則第１２号 

 大和高田市家族介護慰労金支給事業実施規則を廃止する規則を次のように定める。 

  平成３０年３月２９日 

大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市家族介護慰労金支給事業実施規則を廃止する規則 

 大和高田市家族介護慰労金支給事業実施規則（平成１２年規則第１５号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

規則第１３号 

 「食」の自立支援事業実施規則を廃止する規則を次のように定める。 

  平成３０年３月２９日 

大和高田市長 吉田 誠克   

   「食」の自立支援事業実施規則を廃止する規則 

 「食」の自立支援事業実施規則（平成１６年規則第１９号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

規則第１４号 

大和高田市国民健康保険運営協議会規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成３０年３月２９日 

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市国民健康保険運営協議会規則の一部を改正する規則 

大和高田市国民健康保険運営協議会規則（昭和３６年規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第４条の見出し中「の職務」を削る。 

第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条を第６条とし、第８条を第７条とする。 

第９条中「大和高田市議会の例による」を「会長が協議会に諮って定める」に改め、同条を第８条

とする。 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

規則第１５号 

 大和高田市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成３０年３月２９日 

大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市国民健康保険条例施行規則（平成１２年規則第７３号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号から様式第４号までを次のように改める。 
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様式第１号（第４条関係）

一 部 負 担 金 請 求 書                 

下記のとおり一部負担金に未収が生じましたので請求します。 

    年  月  日 

大和高田市長  殿 

療養取扱機関所在地           

氏名        印  

被保険者証記
号 ・ 番 号 

奈２・ 世帯主氏名  

生 年 
月 日 

  年  月  日 個 人 番 号              

住 所  

患 者 氏 名  性別 男・女 
生 年 
月 日 

  年  月  日 

個 人 番 号  傷病名  

初 診 
年 月 日 

  年   月   日 
転 帰 
年 月 日 

  年   月   日 

未 払 金 額 円           

治 療 の 概 要  

未 払 の 理 由  

督 促 

督 促 年 月 日 督 促 の 方 法 督促に対する回答 

  年  月  日   

  年  月  日   

  年  月  日   

  年  月  日   

療養担当者の
意 見 

 

医 師 会 
の 意 見 

 

そ の 他  



平成３０年５月１０日（木） 大 和 高 田 市 公 報 第３５２号 

 13 

様式第２号（第５条関係） 

 

 

 

 

一部負担金 

減 額

免 除

徴収猶予

 申請書 

被 保 険 者 証 

記 号 ・ 番 号 奈 ２ 
世帯主との 

続 柄  

療養の給付を受ける

者 の 氏 名  個 人 番 号           

世

帯

主 

住   所  

氏   名  

個 人 番 号                              

傷

病

名 

 
発 病 又 は 

負 傷年月 日 年  月  日 

療養を受ける 

療養取扱機関  

種 

 

類 

減 額 

免 除 

徴収猶予 

割  合      割 

期  間     か 月 

年 月 日～ 年 月 日 

申 請 の 理 由  

上記のとおり申請します。 

    年  月  日 

大和高田市長  殿 

住  所           

（申請者）  個人番号           

氏  名         印 
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様式第３号（第５条関係） 

（教示） 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以

内に、奈良県国民健康保険審査会に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して

１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ 上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知

った日の翌日から起算して６月以内に、大和高田市を被告として（訴訟において大和高田市を代

表する者は大和高田市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただ

し、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取

消しの訴えを提起することができます。 

① 審査請求があった日の翌日から３月を経過しても裁決がないとき。 

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。 

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

一部負担金 
減 額
免 除
支払猶予

 承認（不承認）通知書 

被 保 険 者 証 

記 号 ・ 番 号 
 奈 ２ 

世 帯 主 氏 名  個人番号            

療 養 の 給 付 を 

受 け る 者 の 氏 名 
 個人番号            

生 年 月 日 ・  ・  ・ 
世帯主と 

の 続 柄 
 

住 所  

傷 病 名  発病又は負傷年月日 年  月  日 

療 養 を 受 け る 

療 養 取 扱 機 関 
 

承 認 の 

種 類 

減 額 

免 除 

徴 収 猶 予 

割 合       割 

期 間      か月 

年 月 日～ 年 月 日 

不 承 認 理由 

上記のとおり決定したので通知します。 

    年  月  日 

           様 

大和高田市長        印  
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様式第４号（第６条関係） 

限度額適用 

国民健康保険     標準負担額減額     認定申請書 

限度額適用・標準負担額減額 

 

市区町村長

が証明する

欄 

下記に掲げる当該認定を受けようとする者の属する世帯の世帯主及びそ
の世帯に属する被保険者に   年度の市民税が課されないことを証明す
る。 

        、        、         

        、        、         

        、        、         

市区町村長名          印 

（備考） 「市長が証明する欄」は、保険者が市であって、当該事実を公簿等によって確認するこ

とができるときには、省略できる。 

  様式第６号から様式第８号を次のように改める。 

 

号・番号  

世 帯 主 

住所  

氏名 印 生年月日   

個人番号  

限度額適用 

減額対象者 

氏名  生年月日   

個人番号  

世帯主との続柄  

長 期 入 院 該当・非該当 第三者行為 有・無 

① 

申請日の前１年間の入院期間

(日数) 

年  月  日から    

年  月  日まで   日間 

入院をした保険医療機関等 
名 称  

所在地  

② 

申請日の前１年間の入院期間

(日数) 

年  月  日から    

年  月  日まで   日間 

入院をした保険医療機関等 
名 称  

所在地  

③ 

申請日の前１年間の入院期間

(日数) 

年  月  日から    

年  月  日まで   日間 

入院をした保険医療機関等 
名 称  

所在地  

④ 

申請日の前１年間の入院期間

(日数) 

年  月  日から    

年  月  日まで   日間 

入院をした保険医療機関等 
名 称  

所在地  

⑤ 

申請日の前１年間の入院期間

(日数) 

年  月  日から    

年  月  日まで   日間 

入院をした保険医療機関等 
名 称  

所在地  
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様式第６号（第７条関係） 

国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書 

       年  月  日 

被保険者証記号番号 奈 ２  個人番号            

世 帯 主 住 所 大和高田市 

 氏 名 印 生年月日  年 月 日 性別  

減 額 対 象 者 氏 名  生年月日  年 月 日 性別  

 世帯主との続柄   

減額認定証の交付 発 行 年 月 日 年   月   日  

を受けている者 長期該当年月日 年   月   日  

 

食事療養を受けた保険医療機関等 名 称  

 所在地  

入 院 期 間 （ 日 数 ） 
年  月  日から    

年  月  日まで   日間 

入院期間に受けた食事療養に対し支払った額（標準負担額） 円 

減額認定証の交付申請又は提出ができなかった理由  

 

 

口 座 振 替 
 
 

(銀行・支店コード) 

銀  行 
農  協 
信用金庫 

(    )  

本店 
 

支店 
(   ) 

１普 通 
２当 座 
３その他 
(   ) 

口座番号(     ) 

 
フリガナ 

名  義(     ) 

差 額 種 別 

１ 課 税 → 非課税  ( 円－ 円)× 日＝  円 

２ 非課税 → 長期該当 ( 円－ 円)× 日＝  円 

３ 課 税 → 長期該当 ( 円－ 円)× 日＝  円 

決 定 金 額         円  

備 考 
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様式第７号（第８条関係） 

受付番号      

国民健康保険療養費支給申請書 

受付日    年 月 日   日  日 

決定日    年 月 日 

    保険者名 大和高田市 

保 険 者 番 号 ２９００２３ 
療 養 を 

受 け た 

者 の 

氏 名 

個 人 番 号  

被 保 険 者 番 号  被 保 険 者 

氏 名 
 

診 療 年 月  

診 療 日 数  生 年 月 日  

制 度  性 別 １男   ２女 

療 養 期 間 

本人 

家族 

１     ２     ３      

４     ５     ６      

７     ８      

９     ０      

    年 月 日から 

    年 月 日まで 

所 得 区 分 
１.低所得Ⅰ ２.低

所得Ⅱ ３.３月超 

種 類 海外療養費区分 １ 第三者行為の有無 １業務上２第三者行為である 

３その他 

１診療費 ２補装具 ３柔整 ４あんま・マッサージ ５はり・灸 ７移送 ８その他 ９標準負担額 

診 療 名     

医療機関コード     

療養を受けた医

療機関等の所在

地 

    

診療を受けた医

療機関名又は施

術師 

    

支給申請をした

理由 

    

発病又は負傷の

理由 

    

療養に要した費

用額 

円 
食 事 回 数 

 

審査認定額 ※１ 円 療養に要した費用額 円 

一 部 負 担 金 円 食 事 標 準 負 担 額 円 

支 給 金 額 円    

 

振 込 先 

銀行 
信用金庫 
信用組合 

農協 

本店 
支店 

出張所 

1.普通 口座番号  
口座名義人（カタカナ） 
 

上記のとおり療養に要した費用に関する証拠書類を添えて申請します。 

    年  月  日 

大和高田市長  殿 

               申請書                     

                                     印 
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様式第８号（第９条関係） 

国民健康保険移送費支給申請書 

（    年  月診療分） 

被 保 険 者 証 
記 号 ・ 番 号 

 個人番号  

療 養 を 受 け 
た 被 保 険 者 
の 氏 名 

 
生年
月日 

 
世帯主と
の 続 柄 

 

※ 傷 病 名  

※ 発 病 負 傷 
 年 月 日 

年  月  日  ※移送年月日 年  月  日  

※ 移 送 経 路  

※ 移 送 方 法  

※ 療 養 を 受 け た 病 院 又 は 診 

療所の名称及び医師の氏名 
 

移 送 に 要 し た 費 用 円         

口 座 振 替 
 
 

(銀行・支店コード) 

銀  行 
農  協 
信用金庫 

(     ) 

本店 
 

支店 
(    ) 

１普 通 
２当 座 
３その他 
(   ) 

口座番号(    ) 

 
フリガナ 

名  義(    ) 

上記のとおり療養に要した費用に関する別紙証拠書類を添えて申請します。 

    年  月  日        世帯主  住所           

氏名         印 

大和高田市長  殿              電話           

上記申請により国民健康保険から給付を受ける金額の受領を         に委任し
ます。 

    年  月  日        世帯主  住所           

氏名         印 

決 定 金 額         円 

備考 

  様式第１０号から様式第１８号までを次のように改める。 
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様式第１０号（第１１条関係） 

国民健康保険高額療養費支給申請書 

    年  月診療分                           作成 

保険者 被保険者番号 個人番号 世帯主 

２９００２３大和高田市    

 

療養を受けた披保険者 保険種別 

傷病名・療養期間 

医療費 

医療機関 
入外区分 窓口徴収額 

委任 第三者行為の有無 

個人番号    
～ （ 日間） □有  □無 

    

個人番号    
～ （ 日間） □有  □無 

    

個人番号    
～ （ 日間） □有  □無 

    

個人番号    
～ （ 日間） □有  □無 

    

個人番号    
～ （ 日間） □有  □無 

    

個人番号    
～ （ 日間） □有  □無 

    

 

  医療費 窓口徴収額 自己負担限度額 高額療養費 

高齢者外来 

     

     

     

高齢者世帯     

世帯     

 

高齢所
得 

世 帯 所
得 

多 数 該
当 

今回１年間に受けた高額療養費 
の診療月 

支給決
定額 

支給済
額 

支給差
額 

   年  月 年  月 年  月    

 

振
込
先 

金融機関名  

口座種別  口座番号  

名義人（カナ）  

名義人（漢字）  

 

 上記のとおり申請します。 

  年  月  日 

  大和高田市長  殿 

世帯主  住 所 

     氏 名         印 

     連絡先 

                                         

 上記申請により国民健康保険から給付を受ける金額の受領を         に委任します。 

世帯主  氏 名         印 
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様式第１１号（第１２条関係） 

出産育児一時金支給申請書 

被保険者証 記号・番号 奈２・ 

出

産

を

し

た

被

保

険

者 

個 人 番 号 
 

 氏 名 
 

 
生 年 月 日 

 

 
性 別 

 

 
世 帯 主 と の 続 柄 

 

 
出 産 年 月 日 

 

出 生 児 の 氏 名 
 

出 産 の 種 類 生産 ・ 死産（妊娠  週） 

支 給 申 請 金 額 
      円 

上記のとおり申請します。 

    年  月  日 

世帯主  住  所            

個人番号            

氏  名          印 

電話番号            

大和高田市長  殿 

 

振

込

先 

金 融 機 関 名 
銀行 
信用金庫         支店 
農協 

口 座 種 別 普通 ・ 当座 

口 座 番 号  

口 座 名 義 人 

（フリガナ） 
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様式第１２号（第１３条関係） 

葬祭費支給申請書 

 

 

振

込

先 

金融機関 名 
銀行 
信用金庫          支店 
農協 

口 座 種 別 普通 ・ 当座 

口 座 番 号  

口座名義 人 

（フリガナ） 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者証 記号・番号  

死

亡

し

た

被

保

険

者 

個 人 番 号                           

氏   名  

生 年 月 日  

性   別  

申 請 者 と の 続 柄  

死 亡 年 月 日  

葬祭を行った年月日  第三者行為 有・無 

支給申請金額        円 

      円 

上記のとおり申請します。 

    年  月  日 

申請者（葬祭を行った者） 

住  所             

個人番号             

氏  名          印  

電話番号             

大和高田市長  殿 
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様式第１３号（第１４条関係） 

第三者の行為による被害届 

被保険者名 
（被害者名） 

被保険者証 
番号 個人番号 職 業 生年月日 性 別 

世帯主との
続柄 
( 国 保 の 場
合) 

電話番号 

フリガナ 
   

 
 男・女   

 

加害者名 加害者住所 生年月日 性  別 電話番号 
フリガナ 

 
 
 男・女   

加害者の使用者名 加害者の使用者住所 電話番号 

   

負傷日時 負傷場所 

   年 月 日 AM・PM 時 分頃  

発病の原因又は負傷の状況（できるだけ詳細に） 治療状況（該当○印） 

 ・治療中 
・治療終了 
（     年 月 日） 

受診医療機関（事業所）名 負傷の程度 保険による診療 

      年 月 日から 

加

害

自

動

車

関

係 

自
賠
責
保
険 

保 険 会 社 
（ 農 協 ） 

保険株式会社 
農協 証明書番号 第     号 

契 約 者 名  契約者住所  

所 有 者 名  所有者住所  

所有者と契約者との関係 本人・譲受人・その他（         ）   

加害者と所有者との関係 本人・従業員・親族（    ）・その他（    ）） 

登録・車両番号  車台番号  

任意保険の有無 有 保険会社 （担当者名） 
農業協同組合    ℡ 無 

交渉の経過（詳細に記載） 
※示談後は示談書写を添付  

示 談 
済 未 

人身傷害保険へ 
請求の有無 有 保険会社 （担当者名） 

農業協同組合    ℡ 無 

上記のとおりお届けします。 
   年  月  日 

    （市・町・村・国保組合理事）長 
奈良県後期高齢者医療広域連合長 殿 

住所 
世帯主・被保険者 

氏名          印 
 
（国民健康保険のときは「世帯主」の住所・氏名を記載してください。） 

※国民健康保険は、国民健康保険法施行規則第３２条の６の規定に基づく 

後期高齢者医療は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第４６条の規定に基づく 

 

 

 

 

 

 



平成３０年５月１０日（木） 大 和 高 田 市 公 報 第３５２号 

 23 

様式第１４号（第１５条関係） 
 
国民健康保険 特定疾病療養受領証 交付申請書 

 

 

 

世 帯 主 の 個 人 番 号 世 帯 主 の 氏 名 生年月日 保険証の記号及び番号 
保険 

種別 

           年 月 日 奈２・ 
一般 

退職 

認定対象者の個人番号 認定対象者の氏名 生年月日 対 象 認 定 者 の 住 所 

           年 月 日  

医師記載欄 

□・人工腎臓を実施している慢性腎不全 

□・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害及び先天性

血液凝固第Ⅳ因子障害（血友病） 

□・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群（ＨＩＶ感染を含

み、厚生大臣の定める者に限る。） 

 上の特定疾病の治療を受けていることを証明します。 

   年  月  日  

医療機関 名  称                 

住  所                 

医  師              印 

 上記のとおり国民健康保険特定疾病療養受領証の交付を申請します。 

    年  月  日  

 

世帯主  住  所                

個人番号                

氏  名              印 

大和高田市長  殿  
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様式第１５号（第１６条関係） 

※ 備考 ｢学校｣の欄は、該当届の場合に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険法第１１６条 該 当
非該当

 届 

被保険者証の記号番号 奈２ 該当届年月日 年  月  日 

被 保 険 者 

個 人 番 号                        

氏 名  

住 所  

 名 称  

学 校 所 在 地  

 修 学 年 限 年 在学年 年 

    年  月  日 

世帯主  住  所               

個人番号               

氏  名             印 

 

大和高田市長  殿 
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様式第１６号（第１７条関係） 

国民健康保険特別被保険者証交付申請書 

 

 

 

 

被 保 険 者 証 の 記 号 ・ 番 号 奈２・ 

住

所

を

離

れ

る

被

保

険

者 

個 人 番 号 氏 名 性 別 続 柄 生 年 月 日 

  男・女  年 月 日 

  男・女  年 月 日 

  男・女  年 月 日 

  男・女  年 月 日 

  男・女  年 月 日 

申 請 理 由  

住所を離れる期間 年  月  日 ～     年  月  日 

上記のとおり申請します。 

     年  月  日  

  大和高田市長  殿 

世帯主  住  所               

個人番号               

氏  名             印 
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様式第１７号（第１８条関係） 

国民健康保険被保険者証再交付申請書 

 

被保険者の記号番号 奈２ 

被 

保 

険 

者 

 個人番号 氏名 性別 続柄 生年月日 

１        
 

男・女    年 月 日 

２        
 

男・女    年 月 日 

３        
 

男・女    年 月 日 

４        
 

男・女    年 月 日 

５        
 

男・女    年 月 日 

再 交 付 申

請の理由 

１ 紛失したため  ２ 破損したため  ３ 盗難にあったため 

４ その他（                  ） 

 上記のとおり申請します。 

    年  月  日 

世帯主  住  所               

個人番号               

氏  名             印 

  大和高田市長  殿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年５月１０日（木） 大 和 高 田 市 公 報 第３５２号 

 27 

様式第１８号（第１９条関係） 

受付番号   ―   ―     

国民健康保険特別療養費支給申請書 

（    年  月診療分） 

被保険者証 

記号・番号 
奈２ 

療養を受けた 

被保険者氏名 年  月  日 生 

性 

別 

男
・
女 

個 人 番 号                
世帯主との 

続 柄  

※ 傷 病 名 
 

※ 
発病負傷 

年 月 日 
年  月  日 ※療養期間 

年  月  日から 
年  月  日まで 

日間  

※診療薬剤の支給又は手当を受
けた病院診療所薬局その他の
者の名称及び所在地 

 

※診療又は調剤に従事した医師

歯科医師又は薬剤師の氏名 

 

※ 療 養 に 要 し た 費 用               円 

口 座 振 替 
 

（銀行・支店コード） 

銀  行 
農  協 
信用金庫 

(      ) 

本店 
 

支店 
(    ) 

１ 普 通 
２ 当 座 
３ その他 
（    ) 

口座番号（     ) 

フリガナ 
名  義（     ) 

 上記のとおり療養に要した費用に関する別紙証拠書類を添えて申請します。 

    年  月  日        世帯主  住所           

氏名         印 

大和高田市長  殿               電話           

 上記申請により国民健康保険から給付を受ける金額の受領を         

に委任します。 

    年  月  日        世帯主  住所           

氏名         印  

                  決 定 金 額          円  

備考 

様式第１９号を削る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規則第１６号 

 大和高田市子ども医療費助成条例施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成３０年３月２９日 

大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市子ども医療費助成条例施行規則等の一部を改正する規則 

 （大和高田市子ども医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第１条 大和高田市子ども医療費助成条例施行規則（平成２４年規則第１３号）の一部を次のように 

改正する。 

  様式第１号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に、「老人扶養親族の数」を「７０歳以

上の同一生計配偶者及び老人扶養親族の合計数」に改める。 

  様式第８号中「児」を「子」に、「個人番号」を「宛名番号」に、「世帯番号」を「個人番号」

に、「世帯識別」を「世帯番号」に改める。 

 （大和高田市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第２条 大和高田市乳幼児医療費助成条例施行規則（平成８年規則第４８号）の一部を次のように改

正する。 

  様式第１号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に、「老人扶養親族の数」を「７０歳以

上の同一生計配偶者及び老人扶養親族の合計数」に改める。 

  様式第９号中「個人番号」を「宛名番号」に、「世帯番号」を「個人番号」に、「世帯識別」を

「世帯番号」に改める。 

 （大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第３条 大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則（平成８年規則第５０号）の一部を次の

ように改正する。 

  様式第１号中 

 「 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 

続
柄 

住 所 

③加入医療保険 

※審査 
氏 名 保険種別 

保険者番

号及び名

称 

被保険者

氏名 

                                           」を 

 「 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 

氏 名 

続
柄 

住 所 ③加入医療保険 

※審査 
個人番号 保険種別 

保険者番

号及び名

称 

被保険者

氏名 

                                           」に、 

 「 

所 得 状 況 ④申請者 ⑤扶養義務者 

氏     名    

⑥ 控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 

うち㋐老人控除対象配偶者又は老人扶養親族 

㋑特定扶養親族 

人 

（うち㋐   人） 

(うち㋑   人 )  

人 

(うち㋐   人 ) 

(うち㋑   人 ) 

人 

(うち㋐   人 ) 

(うち㋑   人 ) 

                                           」を 

 「 

所 得 状 況 ④申請者 ⑤扶養義務者 
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氏     名    

個 人 番 号    

⑥ 同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 

うち㋐７０歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養

親族 

㋑特定扶養親族 

㋒控除対象扶養親族のうち年齢１６歳以上１

９歳未満の者 

人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

(うち㋒  人) 

人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

(うち㋒  人) 

人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

(うち㋒  人) 

                                           」に

改める。 

  様式第９号中「個人番号」を「宛名番号」に、「世帯番号」を「個人番号」に、「世帯識別」を

「世帯番号」に改める。 

 （大和高田市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第４条 大和高田市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則（平成２８年規則第６号）の一部を

次のように改正する。 

  様式第１号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に、「老人控除対象配偶者」を「７０歳

以上の同一生計配偶者」に改める。 

  様式第７号中 

 「 

受給者番号  宛名番号  世帯番号  世帯識別  

                                           」を 

 「 

受給者番号  宛名番号  個人番号  世帯番号  

                                           」に、 

 「 

個人番号  世帯番号  世帯識別  

                                           」を 

 「 

宛名番号  個人番号  世帯番号  

                                           」に、 

 「 

手帳有効期限  個人番号  

                                           」を 

 「 

手帳有効期限  手帳交付日  

                                           」に 

改める。 

 （大和高田市心身障害者医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第５条 大和高田市心身障害者医療費助成条例施行規則（平成８年規則第４９号）の一部を次のよう

に改正する。 

  様式第１号中 

 「 

所 得 状 況 ④申請者 ⑤扶養義務者 

⑥ 控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 

うち㋐老人控除対象配偶者又は老人扶養親族 

㋑特定扶養親族 

人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

人 

(うち㋐   人 ) 

(うち㋑   人 ) 
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                                           」を 

 「 

所 得 状 況 ④申請者 ⑤扶養義務者 

氏     名    

個 人 番 号    

⑥ 同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 

うち㋐７０歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養

親族 

㋑特定扶養親族 

㋒扶養親族（年齢１６歳以上１９歳未満の者） 

人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

(うち㋒  人) 

人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

(うち㋒  人) 

人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

(うち㋒  人) 

                                           」に、 

 「 

控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 人 人 人 

障害者控除    円    円    円 

扶養親族の合計数 人 人 人 

特別障害者控除 ※   円 ※   円 ※   円 

                                           」を 

 「 

障害者（特別障害者を除く）である同一 人 人 人 

生計配偶者及び扶養親族の合計数    円    円    円 

特別障害者である同一生計配偶者及び 人 人 人 

扶養親族の合計数 ※   円 ※   円 ※   円 

                                           」に 

改める。 

  様式第９号中 

 「 

受給者番号  個人番号  世帯番号  世帯識別  

                                           」を 

 「 

受給者番号  宛名番号  個人番号  世帯番号  

                                           」に、 

 「 

個人番号  世帯番号  世帯識別  

                                           」を 

 「 

宛名番号  個人番号  世帯番号  

                                           」に、 

 「 

手帳有効期限  個人番号  

                                           」を 

 「 

手帳有効期限  手帳交付日  

                                           」に 

改める。 

 （大和高田市精神障害者医療費助成条例施行規則の一部改正） 
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第６条 大和高田市精神障害者医療費助成条例施行規則（平成２７年規則第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  様式第１号中 

 「 

所 得 状 況 対象者 配偶者 扶養義務者 

⑥ 控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 

うち㋐老人控除対象配偶者又は老人扶養親族 

㋑特定扶養親族 

人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人)  

                                           」を 

 「 

所 得 状 況 対象者 配偶者 扶養義務者 

氏     名    

個 人 番 号    

⑥ 同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 

うち㋐７０歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養

親族 

㋑特定扶養親族 

㋒扶養親族（１６歳以上１９歳未満の者） 

人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

(うち㋒  人) 

人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

(うち㋒  人) 

人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

(うち㋒  人) 

                                           」に、 

 「 

障害者（特別障害者を除く。）である控除対象配

偶者及び扶養親族の合計数 

人 人 人 

    円    円    円 
特別障害者である控除対象者及び扶養親族の合
計数 

人 人 人 

 ※   円 ※   円 ※   円 

                                           」を 

 「 

障害者（特別障害者を除く。）である同一生計

配偶者及び扶養親族の合計数 

人 人 人 

    円    円    円 

特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親

族の合計数 

人 人 人 

 ※   円 ※   円 ※   円 

                                           」に 

改める。 

  様式第７号中 

 「 

受給者番号  宛名番号  世帯番号  世帯識別  

                                           」を 

 「 

受給者番号  宛名番号  個人番号  世帯番号  

                                           」に、 

 「 

個人番号  世帯番号  世帯識別  

                                           」を 
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 「 

宛名番号  個人番号  世帯番号  

                                           」に、 

 「 

手帳有効期限  個人番号  

                                           」を 

 「 

手帳有効期限  手帳交付日  

                                           」に 

改める。 

 （大和高田市精神障害者医療費助成（後期高齢者）条例施行規則の一部改正） 

第７条 大和高田市精神障害者医療費助成（後期高齢者）条例施行規則（平成２８年規則第５号）の

一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に、「老人控除対象配偶者」を「７０歳

以上の同一生計配偶者」に改める。 

  様式第７号中 

 「 

受給者番号  宛名番号  世帯番号  世帯識別  

                                           」を 

 「 

受給者番号  宛名番号  個人番号  世帯番号  

                                           」に、 

 「 

個人番号  世帯番号  世帯識別  

                                           」を 

 「 

宛名番号  個人番号  世帯番号  

                                           」に、 

 「 

手帳有効期限  個人番号  

                                           」を 

 「 

手帳有効期限  手帳交付日  

                                           」に 

改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

規則第１７号 

 大和高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例施行規則の一部を改正す

る規則を次のように定める。 

  平成３０年３月３１日                          

                       大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例施行規則の一部を改

正する規則 

 大和高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例施行規則（平成２７年規
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則第２号の２）の一部を次のように改正する。 

 別表第１のうち２ 私立幼稚園又は私立認定こども園の表中 

 「 

３－Ａ 第２階層を除

き、市町村民税

の所得割課税

額の区分が次

の区分に該当

する世帯 

４８，６００円未

満 
ひとり親世帯等 ３，０００円 

３－Ｂ 
ひとり親世帯等

以外の世帯 
１２，０００円 

４－Ａ ４８，６００円以

上７７，１０１円

未満 

ひとり親世帯等 ３，０００円 

４－Ｂ 
ひとり親世帯等

以外の世帯 
１４，１００円 

４－Ｃ 
７７，１０１円以上 

９７，０００円未満 
１６，０００円 

                                         」を 

 「 

３－Ａ 第２階層を除

き、市町村民税

の所得割課税

額の区分が次

の区分に該当

する世帯 

４８，６００円未

満 
ひとり親世帯等 ３，０００円 

３－Ｂ 
ひとり親世帯等

以外の世帯 
８，６００円 

４－Ａ ４８，６００円以

上７７，１０１円

未満 

ひとり親世帯等 ３，０００円 

４－Ｂ 
ひとり親世帯等

以外の世帯 
１０，１００円 

４－Ｃ 
７７，１０１円以上 

９７，０００円未満 
１６，０００円 

                                         」に 

改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大和高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例施行規則別表

第１の規定は、平成３０年度以後の利用者負担額について適用し、平成２９年度以前の利用者負担

額については、なお従前の例による。 

 

規則第２５号 

 大和高田市奈良県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成３０年４月１日                          

                   大和高田市長  吉田 誠克   

大和高田市奈良県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市奈良県屋外広告物条例施行規則（平成１４年規則第１９号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第５条関係） 

屋外広告物許可基準 

１ 屋外広告物の一般基準 
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一

般

基

準 

美 観 上

の 基 準 

１ 市街地における広告物は、都市の環境に調和し、都市美を害さないものであ

ること。 

２ 景勝地における広告物は、環境に調和した色彩と意匠のものであること。 

３ 広告物は、その効果の限度においてなるべく小さくすること。 

４ 広告物に使用する色彩は、次の区分によること。 

 ア 中和幹線沿道区域（市長が別に告示で指定する地域又は場所。以下同じ。）

においては、赤、黄赤、黄ではマンセル値による彩度１０、その他の色相で

は彩度８を超える色彩を使用する場合は、その表示部分を表示面積の３０パ

ーセント以下とすること。ただし、マンセル値による明度３以下の色彩につ

いてはこの限りでない。 

 イ その他の地域においては、赤、緑及び紫の原色又は原色に近い色彩を使用

する場合は、その表示部分を最小面積にとどめること。 

５ 赤色と緑色は、近接して使用しないこと。また緑色と紫色においても同様と

する。 

６ 夜間照明を目的とするイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類する

ものにあっては、点滅速度はゆるやかなものとし、サーチライトは使用しない

こと。 

７ 中和幹線沿道区域で表示する可変表示式屋外広告物（電光ニュース板、電光

広告板、映像装置その他の常時表示内容を変えることができる広告物をいう。

以下同じ。）にあっては、次の基準に適合すること。 

 ア 二上山・三輪山眺望エリア（中和幹線）、住宅市街地エリア（中和幹線）

及び田園・山なみエリア（中和幹線）では表示しないこと。 

イ 自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示するも

のであること。 

 ウ 信号を有する交差点から３０メートル以上離れていること。 

 エ 表示面積は、屋外広告物の種類別基準に定める上限面積の４分の１以下で

あること。 

危 害 防

止 の 基

準 

１ 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。 

２ 設置の方法が不完全で、風、雪、雨又は振動により倒壊し、又は落下しない

よう堅固に設置するものであること。 

３ 信号機又は道路標識の効用を妨げないものであること。 

４ 一般交通の用に供する道路上に設置しないこと。 

２ 屋外広告物の種類別基準 

建

築

物

を

利

用

す

る

も

の 

 

屋 上 広

告 物 又

は こ れ

を 掲 出

す る 物

件 

中 和 幹

線 沿 道

区域 

二上山・三

輪山眺望エ

リア（中和

幹線） 

設置してはならない。 

住宅市街地

エリア（中

和幹線） 

１ 建築物の高さ（塔屋、エレベーター室、水槽その他

これらに類する建築物の屋上部分の高さは除く。以下

同じ。）が１５メートル未満の場合にあっては、高さ

は、建築物の高さの２分の１以下であって、かつ、地

上から広告物の上端までの高さは、２０メートル（高

度地区における最高限度が２０メートル未満の地区に

あっては、その上端までの高さは当該限度）以下とし、

建築物の高さが１５メートル以上の場合にあっては、

高さは、建築物の高さの２分の１以下であって、かつ、

地上から広告物の上端までの高さは、３６メートル（高

度地区における最高限度が３６メートル未満の地区に

あっては、その上端までの高さは、当該限度）以下で

あること。 

２ 表示面積の合計は６平方メートル以下であること。 
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３ １棟につき１個であること。 

４ 和風建築物の棟には掲げないこと。 

５ 屋根には直接ペンキ等で表示しないこと。 

田園・山な

み エ リ ア

（ 中 和 幹

線） 

１ 建築物の高さが１５メートル未満の場合にあって

は、高さは、建築物の高さの２分の１以下であって、

かつ、地上から広告物の上端までの高さは、２０メー

トル（高度地区における最高限度が２０メートル未満

の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度）

以下とし、建築物の高さが１５メートル以上の場合に

あっては、高さは、建築物の高さの２分の１以下であ

って、かつ、地上から広告物の上端までの高さは、３

６メートル（高度地区における最高限度が３６メート

ル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当

該限度）以下であること。 

２ 表示面積の合計は２０平方メートル以下であるこ

と。 

３ １棟につき１個であること。 

４ 和風建築物の棟には掲げないこと。 

５ 屋根には直接ペンキ等で表示しないこと。 

沿道市街地

エリア（中

和幹線） 

１ 建築物の高さが１５メートル未満の場合にあって

は、高さは、建築物の高さの２分の１以下であって、

かつ、地上から広告物の上端までの高さは、２０メー

トル（高度地区における最高限度が２０メートル未満

の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度）

以下とし、建築物の高さが１５メートル以上の場合に

あっては、高さは、建築物の高さの２分の１以下であ

って、かつ、地上から広告物の上端までの高さは、３

６メートル（高度地区における最高限度が３６メート

ル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当

該限度）以下であること。 

２ 表示面積の合計は１００平方メートル以下であるこ

と。 

３ １棟につき１個であること。 

４ 和風建築物の棟には掲げないこと。 

５ 屋根には直接ペンキ等で表示しないこと。 

６ 可変表示式屋外広告物でないこと。 

第１種地域 

都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第

２章の規定により定

められた第１種中高

層住居専用地域、第２

種中高層住居専用地

域、第１種住居地域、

第２種住居地域又は

準住居地域で中和幹

線沿道区域以外の地

域又は場所 

１ 高さは、建築物の高さの２分の１以下とし、かつ、

地上から屋上広告物又はこれを掲出する物件の上端ま

での高さは、２５メートル（高度地区における最高限

度が２５メートル未満の地区にあっては、その上端ま

での高さは、当該限度）以下であること。 

２ 和風建築物の棟には掲げないこと。 

３ 屋根には直接ペンキ等で表示しないこと。 

第２種地域 

中和幹線沿道区域及

び第１種地域に掲げ

１ 建築物の高さが１５メートル未満の場合にあって

は、高さは、建築物の高さの２分の１以下であって、か

つ、地上から広告物の上端までの高さは、２０メートル
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る地域以外の地域又

は場所 

（高度地区における最高限度が２０メートル未満の地

区にあっては、その上端までの高さは、当該限度）以下

とし、建築物の高さが１５メートル以上の場合にあって

は、高さは、建築物の高さの２分の１以下であって、か

つ、地上から広告物の上端までの高さは、３６メートル

（高度地区における最高限度が３６メートル未満の地

区にあっては、その上端までの高さは、当該限度）以下

であること。 

２ 和風建築物の棟には掲げないこと。 

３ 屋根には直接ペンキ等で表示しないこと。 

軒 下 広

告 物 又

は こ れ

を 掲 出

す る 物

件 

 

中 和 幹

線 沿 道

区域 

二上山・三

輪山眺望エ

リア（中和

幹線） 

１ 表示面積は、８平方メートル以下であること。ただ

し、壁面にじかづけするものにあっては、他の広告物

の表示面積を含めて２４平方メートル以下かつ当該壁

面の面積の３分の１以下であること。 

２ 上端までの高さは、建築物の高さを超えないこと。 

３ 壁面から突出して設置されるものにあっては次の基

準に適合すること。 

 ア 道路上に突出しないこと。 

 イ 壁面から突出して設置されるものの表示面積の合

計は当該壁面ごとに１０平方メートル以下であるこ

と。 

 ウ 広告物の高さは、建築物の高さの３分の２以下で

あること。 

４ 同一壁面には、軒下広告物又はこれを掲出する物件

は３個以下であること。 

住宅市街地

エリア（中

和幹線） 

１ 表示面積は、８平方メートル以下であること。ただ

し、壁面にじかづけするものにあっては、他の広告物

の表示面積を含めて２４平方メートル以下かつ当該壁

面の面積の３分の１以下であること。 

２ 上端までの高さは、建築物の高さを超えないこと。 

３ 壁面から突出して設置されるものにあっては次の基

準に適合すること。 

 ア 道路上に突出しないこと。 

 イ 壁面から突出して設置されるものの表示面積の合

計は当該壁面ごとに１０平方メートル以下であるこ

と。 

ウ 広告物の高さは、建築物の高さの３分の２以下で

あること。 

４ 同一壁面には、軒下広告物又はこれを掲出する物件

は３個以下であること。 

田園・山な

み エ リ ア

（ 中 和 幹

線） 

１ 表示面積は、１０平方メートル以下であること。た

だし、壁面にじかづけするものにあっては、他の広告

物の表示面積を含めて３０平方メートル以下かつ当該

壁面の面積の３分の１以下であること。 

２ 上端までの高さは、建築物の高さを超えないこと。 

３ 壁面から突出して設置されるものにあっては次の基

準に適合すること。 

 ア 道路上に突出しないこと。 

 イ 壁面から突出して設置されるものの表示面積の合

計は当該壁面ごとに１０平方メートル以下であるこ

と。 
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ウ 広告物の高さは、建築物の高さの３分の２以下で

あること。 

４ 同一壁面には、軒下広告物又はこれを掲出する物件

は３個以下であること。 

沿道市街地

エリア（中

和幹線） 

１ 表示面積は、２０平方メートル以下であること。た

だし、壁面にじかづけするものにあっては、他の広告

物の表示面積を含めて６０平方メートル以下かつ当該

壁面の面積の３分の１以下であること。 

２ 上端までの高さは、建築物の高さを超えないこと。 

３ 壁面から突出して設置されるものにあっては次の基

準に適合すること。 

 ア 道路上に突出しないこと。 

 イ 壁面から突出して設置されるものの表示面積の合

計は当該壁面ごとに１０平方メートル以下であるこ

と。 

ウ 広告物の高さは、建築物の高さの３分の２以下で

あること。 

４ 同一壁面には、軒下広告物又はこれを掲出する物件

は３個以下であること。 

その他の地

域 

１ 表示面積は、２０平方メートル以下であること。た

だし、壁面にじかづけするものにあっては、他の広告

物の表示面積を含め当該壁面の面積の３分の１以下

であること。 

２ 道路面に突き出し、道路を占用するものにあっては

次の区分による。 

ア 歩道と車道の区別がある道路では、路面から軒下

広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは

２．５メートル以上とし、突き出しの幅は、壁面か

ら１メートル以内であること。 

イ 歩道のない道路では、路面から軒下広告物又はこ

れを掲出する物件の下端までの高さは、４．５メー

トル以上であること。 

３ 同一壁面には、軒下広告物又はこれを掲出する物件

は３個以下であること。 

塀及び垣広告物又はこれを掲出する

物件 

１ 古い土塀には掲げないこと。 

２ 表示面積は、塀又は垣の立面積の３分の１以下で、

かつ、２０平方メートル以下であること。 

３ 高さは、塀又は垣の上端を超えないこと。 

４ 同一の塀又は垣には、塀及び垣広告物又はこれを掲

出する物件は３個以下であること。 

広告塔及び

建植広告物

又はこれら

を掲出する

物件 

中 和 幹

線 沿 道

区域 

二上山・三

輪山眺望エ

リア（中和

幹線） 

１ 次に掲げる場合を除いて設置してはならない。 

 ア 自己の事業又は営業に関し、自己の事務所、事業

所、営業所等に表示するもの 

 イ 市街地において表示するもの 

２ 総表示面積は、２４平方メートル以下であって、か

つ、一面の最高の面積は８平方メートル以下であるこ

と。 

３ 地上から広告物の上端までの高さは、８メートル以

下であることとする。 

住宅市街地

エリア（中
１ 次に掲げる場合を除いて設置してはならない。 

 ア 自己の事業又は営業に関し、自己の事務所、事業
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和幹線） 所、営業所等に表示するもの 

 イ 市街地において表示するもの 

２ 総表示面積は、１５平方メートル以下であって、か

つ、一面の最高の面積は５平方メートル以下であるこ

と。 

３ 地上から広告物の上端までの高さは、６メートル以

下であることとする。 

田園・山な

み エ リ ア

（ 中 和 幹

線） 

１ 次に掲げる場合を除いて設置してはならない。 

 ア 自己の事業又は営業に関し、自己の事務所、事業

所、営業所等に表示するもの 

 イ 市街地において表示するもの 

２ 総表示面積は、３０平方メートル以下であって、か

つ、一面の最高の面積は１０平方メートル以下である

こと。 

３ 地上から広告物の上端までの高さは、１０メートル

以下であることとする。 

沿道市街地

エリア（中

和幹線） 

１ 次に掲げる場合を除いて設置してはならない。 

 ア 自己の事業又は営業に関し、自己の事務所、事業

所、営業所等に表示するもの 

 イ 市街地において表示するもの 

２ 総表示面積は、６０平方メートル以下であって、か

つ、一面の最高の面積は２０平方メートル以下である

こと。 

３ 地上から広告物の上端までの高さは、１５メートル

以下であることとする。 

その他の地

域 

１ 鉄道又は道路敷及びこれらから展望できる範囲で当

該鉄道又は道路敷から１００メートル以上の場所に設

置し、かつ、広告物相互の間隔は、１００メートル以上

であること。ただし、次に掲げる場合は、距離及び間隔

の制限をしない。 

ア 自己の事業又は営業に関し、自己の事務所、事業

所、営業所等に表示するもの 

イ 鉄道の駅構内において表示するもの 

ウ 市街地において表示するもの 

２ 広告塔 

ア 総表示面積は、６０平方メートル以下であって、

かつ、一面の最高の面積は、２０平方メートル以下

であること。 

イ 地上から広告物の上端までの高さは、木造にあっ

ては１０メートル以下であることとし、鉄骨造にあ

っては１５メートル以下であることとする。 

３ 建植広告物 

表示面積は、３０平方メートル以下であること。地

上から広告物の上端まで５メートル以下であること。 

電柱広告物（突き出し広告又は巻付け

広告） 

 １ 電柱に突き出し、又は巻き付ける広告物は、それぞ

れ１個以上取り付けないこと。 

２ 突き出し広告 

ア 大きさは、縦１．２メートル以下、横０．５メー

トル以下であること。 

イ 地上から広告物の下端までの高さは、４．５メー

トル以上であること。 

ウ 取り付ける方向は、道路と反対の方向（民有地側
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の方向）に取り付けること。 

３ 巻付け広告 

ア 大きさは、縦１．８メートル以下であること。 

イ 地上から広告物の下端までの高さは、１．８メー

トル以上であること。 

アーチ広告物 １ 地上から広告物又はこれを掲出する物件の下端まで

の高さは、４．５メートル以上であること。 

２ アーチの上部には地名、商店街名等公共的な名称の

みを表示し、その他の広告物は、下部柱部に掲出するも

のであること。 

気球広告物又はこれを掲出する物件 １ 気球の大きさは、直径３メートル以下で、地上から

の高さは、４５メートル以下とし、気球を係留する綱に

架設する広告物については縦１５メートル、横１．５メ

ートル以下であること。 

２ 掲揚中に電線、煙突、建築物等に触れないものであ

ること。 

３ 広告面にネットを用いてあること。 

４ 風速５メートル以上のときには掲揚しないこと。 

５ 気球に補助綱があること。 

広告幕（懸垂幕、横断幕、旗、のぼり

等）又はこれを掲出する物件 

１ 懸垂幕は、縦１０メートル以下、横１．２メートル

以下であること。 

２ 横断幕は、繁華街においてのみ掲げること。 

３ 懸垂幕及び横断幕の外周には、風圧に耐えられるよ

うに適当な太さのロープを入れること。 

４ 旗、のぼり等布地を用いるものは、祭典、縁日、臨

時興業、大売出しのほか、商店街の慣習として認められ

ている場合に限ること。 

立看板 １ 大きさは、縦１．８メートル以下、横０．９メート

ル以下であること。 

２ 脚部の長さは、０．５メートル以下であること。 

３ 設置する期間は、２月以内とする。 

はり札 表示面積は、１枚につき、０．５平方メートル以下であ

ること。 

はり紙 １ 表示面積は、１枚につき１平方メートル未満である

こと。ただし、掲示板等のはり紙掲出を目的とする物件

に掲出する場合は、この限りでない。 

２ 新聞紙に墨書き又は絵具書きしたもの等は、掲出し

ないこと。 

３ 掲出する期間は、１月以内とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の別表第１の規定は、この規則の施行の際現に奈良県屋外広告物条例第５

条第１項又は第６条の２の規定により許可を受けている広告物又はこれを掲出する物件について

は、この規則の施行の日から６年間適用しない。 

３ この規則による改正後の別表第１の規定は、この規則の施行の日以後の奈良県屋外広告物条例第

５条第１項又は第６条の２の規定による許可の申請について適用し、同日前の申請については、な

お従前の例による。 

 



平成３０年５月１０日（木） 大 和 高 田 市 公 報 第３５２号 

 40 

 

 

 

訓令第１号 

平成３０年度大和高田市固定資産評価要領作成業務委託事業者選定委員会設置要綱を次のように

定める。 

  平成３０年３月２９日  

                       大和高田市長 吉田 誠克   

平成３０年度大和高田市固定資産評価要領作成業務委託事業者選定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 平成３０年度大和高田市固定資産評価要領の作成業務委託に係る受託候補者（以下「受託候

補者」という。）の選定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、平成３０年度大和高

田市固定資産評価要領作成業務委託事業者選定プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 実施要項及び導入仕様書の審議及び策定に関する事項 

（２） 審査基準及び審査方法に関する事項 

（３） 提案書、プレゼンテーション等による要領作成の総合評価に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、受託候補者の選定に関し市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員４人をもって組織する。 

２ 委員長は、財務部長をもってこれに充てる。 

３ 副委員長は、財務部次長をもってこれに充てる。 

４ 委員は、次に掲げる者とする。 

（１） 企画政策部法務情報課長 

（２） 財務部税務課長 

（３） 財務部財政課の職員のうち、委員長が指名するもの 

（４） 財務部税務課の職員のうち、委員長が指名するもの 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。 

５ 会議は、非公開とする。 

（中立の保持） 

第６条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対して、利益又は不利益を与える行為

をしてはならない。 

（守秘義務） 

第７条 委員及び第６条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

訓 令 
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（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、財務部税務課において処理する。 

（委任） 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、平成３０年６月３０日限り、その効力を失う。 

 

訓令第３号 

大和高田市新庁舎建設事業設計・施工業務委託事業者選定プロポーザル審査委員会設置要綱を次の

ように定める。 

  平成３０年４月１３日  

                            大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市新庁舎建設事業設計・施工業務委託事業者選定プロポーザル審査委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 大和高田市新庁舎建設事業設計・施工業務委託に係る受託候補者（以下「受託候補者」とい

う。）の選定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、大和高田市新庁舎建設事業設計・

施工業務委託事業者選定プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 実施要領の審議及び策定に関する事項 

（２） 審査基準及び審査方法に関する事項 

（３） 提案書、プレゼンテーション等の内容の総合評価に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、受託候補者の選定に関し市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会の委員（以下「委員」という。）は、識見を有する者５名以内をもって組織する。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集

する会議は、市長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところに

よる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。 

 （会議の非公開） 

第６条 委員会の会議は、非公開とする。ただし、プロポーザルに参加している事業者が行うプレゼ
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ンテーションは、公開で実施することができる。 

（中立の保持） 

第７条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行為を

してはならない。 

 （審査結果等の公開） 

第８条 会議の審査結果並びに委員の氏名及び所属は、受託候補者を選定後、速やかに公開する。 

（守秘義務） 

第９条 委員及び第５条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は、財務部庁舎建設室において処理する。 

（委任） 

第１１条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、告示の日から施行する。 

（この訓令の失効） 

２ この訓令は、平成３０年９月３０日限り、その効力を失う。 

 

訓令第４号 

大和高田市新庁舎オフィス環境整備支援業務委託事業者選定プロポーザル審査委員会設置要綱を

次のように定める。 

  平成３０年４月１７日 

                            大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市新庁舎オフィス環境整備支援業務委託事業者選定プロポーザル審査委員会設置要

綱 

（設置） 

第１条 大和高田市新庁舎オフィス環境整備支援業務委託に係る受託候補者（以下「受託候補者」と

いう。）の選定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、大和高田市新庁舎オフィス環

境整備支援業務委託事業者選定プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 実施要領の審議及び策定に関する事項 

（２） 審査基準及び審査方法に関する事項 

（３） 提案書、プレゼンテーション等の内容の総合評価に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、受託候補者の選定に関し市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者とする。 

 （１） 企画政策部長 

（２） 財務部長 

（３） 市民部長 

（４） 福祉部長 

（５） 保健部長 

（６） 環境建設部長 
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２ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者を委員とする

ことができる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、財務部長をもって充てる。 

３ 副委員長は、企画政策部長をもって充てる。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところに

よる。 

４ 委員会は、会議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員

等から意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（会議の非公開） 

第６条 委員会の会議は、非公開とする。 

（中立の保持） 

第７条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行為を

してはならない。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、財務部庁舎建設室において処理する。 

（委任） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、告示の日から施行する。 

（この訓令の失効） 

２ この訓令は、平成３０年６月３０日限り、その効力を失う。 

 

 

 

告示第３８号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第 3項の規定により、本市における平成３０年

度固定資産税に係る土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の場所及び期間を次のとおり

告示します。 

  平成３０年３月３０日 

  大和高田市長 吉田 誠克   

１．縦覧場所  大和高田市役所 税務課 

２．縦覧期間  平成３０年４月１日から平成３０年５月１日までの午前８時３０分から午後５時１

５分まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日 

告 示 
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       に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。 

 

告示第３９号 

大和高田市臨時福祉給付金支給事業実施要綱及び大和高田市臨時福祉給付金（経済対策分）支給事

業実施要綱を廃止する告示を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日  

                               大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市臨時福祉給付金支給事業実施要綱及び大和高田市臨時福祉給付金（経済対策分）支

給事業実施要綱を廃止する告示 

次に掲げる告示は、廃止する。 

（１） 大和高田市臨時福祉給付金支給事業実施要綱（平成２７年告示第８９号） 

（２） 大和高田市臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業実施要綱（平成２９年告示第２０号） 

   附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

告示第４０号 

 大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示 

大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第３０号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第１中 

 「 

ケースワーカー １６０，８００円 ― １，０００円 

                                          」を 

 「 

ケースワーカー １６１，１００円 ― １，０００円 

 」に、 

 「 

児童福祉支援員 １６０，８００円 ― １，０００円 

子育て支援員 １６０，８００円 ― １，０００円 

                                          」を 

 「 

児童福祉支援員 １６１，１００円 ― １，０００円 

子育て支援員 １６１，１００円 ― １，０００円 

                                           」に

改める。 

 別表第２中「１．０５」を「１．０７５」に、「１．２」を「１．２２５」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 
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告示第４１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成３０年３月３０日付

けで専決処分した予算の要領は次のとおりです。 

  平成３０年３月３０日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 平成２９年度大和高田市一般会計補正予算（第１２号） 

２ 平成２９年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第４号） 

３ 平成２９年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

平成２９年度大和高田市一般会計補正予算（第１２号）専決処分 

 

平成２９年度大和高田市一般会計補正予算（第１２号） 

平成２９年度大和高田市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２５８，０００千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２４，８２３，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債は、「第２表 地方債補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                               （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

4.配当割交付金  
58,000 10,100 68,100 

1.配当割交付金 
58,000 10,100 68,100 

5.株式等譲渡所

得割交付金 

 
30,000 38,000 68,000 

1.株式等譲渡所得割交付

金 30,000 38,000 68,000 

6.地方消費税交

付金 

 
923,000 20,800 943,800 

1.地方消費税交付金 
923,000 20,800 943,800 

7.自動車取得税

交付金 

 
36,000 1,900 37,900 

1.自動車取得税交付金 36,000 1,900 37,900 

9.地方交付税  
7,314,893 △56,300 7,258,593 

1.地方交付税 7,314,893 △56,300 7,258,593 

11.分担金及び負

担金 

 
325,898 6,900 332,798 

2.負担金 
 

318,798 6,900 325,698 
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13.国庫支出金  
4,548,597 △109,800 4,438,797 

1.国庫負担金 
4,140,361 △78,400 4,061,961 

2.国庫補助金 
383,705 △31,400 352,305 

14.県支出金  
1,532,113 780 1,532,893 

1.県負担金 
1,121,437 780 1,122,217 

16.寄附金  
4,955 520 5,475 

1.寄附金 
4,955 520 5,475 

20.市債  
1,944,200 △170,900 1,773,300 

1.市債 
1,944,200 △170,900 1,773,300 

補正されなかった科目に係る額 8,363,344 0 8,363,344 

歳  入  合  計 25,081,000 △258,000 24,823,000 

 

（歳出）                               （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.議会費  
238,196 △2,000 236,196 

1.議会費 238,196 △2,000 236,196 

2.総務費  
2,444,620 △17,380 2,427,240 

1.総務管理費 

1,951,165 △8,980 1,942,185 

2.徴税費 

287,267 △8,400 278,867 

3.民生費  

11,217,448 △15,500 11,201,948 

1.社会福祉費 

5,156,699 △900 5,155,799 

2.児童福祉費 

3,060,196 △14,600 3,045,596 

4.衛生費  
2,910,931 △9,500 2,901,431 

1.保健衛生費 1,076,991 △9,500 1,067,491 

7.商工費  
106,898 △17,900 88,998 

1.商工費 106,898 △17,900 88,998 
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8.土木費  
1,750,596 △186,420 1,564,176 

2.道路橋りょう費 168,385 △37,400 130,985 

4.都市計画費 1,153,413 △149,020 1,004,393 

10.教育費  
2,866,006 500 2,866,506 

3.中学校費 592,310 0 592,310 

4.高等学校費 417,701 0 417,701 

6.社会教育費 432,314 500 432,814 

11.災害復旧費  83,304 △9,800 73,504 

1.公共土木施設災害復旧

費 56,004 △2,800 53,204 

2.農林水産業施設災害復

旧費 27,300 △7,000 20,300 

補正されなかった科目に係る額 3,463,001 0 3,463,001 

歳  出  合  計 25,081,000 △258,000 24,823,000 
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第２表　地方債補正 

 １　変　更

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

千円 （借入方法）      % 政府資金に 千円 （借入方法）      % 政府資金に

3.0 ついては、そ 3.0 ついては、そ

普通貸借又は 以内 の融資条件に 普通貸借又は 以内 の融資条件に

証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ 証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ

法による。 利率見直 の他の場合に 法による。 利率見直 の他の場合に

29,200 し方式で はその債権者 16,800 し方式で はその債権者

借入れる と協定するも 借入れる と協定するも

場合につ の に よ る 。 場合につ の に よ る 。

いて、利 ただし、市 いて、利 ただし、市

率の見直 財政の都合に 率の見直 財政の都合に

しを行っ より据置期間 しを行っ より据置期間

た後にお 及び償還期間 た後にお 及び償還期間

いては、 を短縮し、又 いては、 を短縮し、又

当該見直 は繰上償還も 当該見直 は繰上償還も

し後の利 しくは低利に し後の利 しくは低利に

率） 借換えするこ 率） 借換えするこ

とができる。 とができる。

14,100 〃 〃 〃 2,600 〃 〃 〃

50,200 〃 〃 〃 21,700 〃 〃 〃

53,300 〃 〃 〃 2,000 〃 〃 〃

62,400 〃 〃 〃 41,200 〃 〃 〃

24,000 〃 〃 〃 13,200 〃 〃 〃
高等学校大規
模改造事業

大和高田当麻
線街路事業

中学校大規模
改造事業

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

保健センター
整備事業

橋りょう整備
事業

本郷大中線街
路事業
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限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

千円 （借入方法）      % 政府資金に 千円 （借入方法）      % 政府資金に

3.0 ついては、そ 3.0 ついては、そ

普通貸借又は 以内 の融資条件に 普通貸借又は 以内 の融資条件に

証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ 証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ

法による。 利率見直 の他の場合に 法による。 利率見直 の他の場合に

10,200 し方式で はその債権者 7,600 し方式で はその債権者

借入れる と協定するも 借入れる と協定するも

場合につ の に よ る 。 場合につ の に よ る 。

いて、利 ただし、市 いて、利 ただし、市

率の見直 財政の都合に 率の見直 財政の都合に

しを行っ より据置期間 しを行っ より据置期間

た後にお 及び償還期間 た後にお 及び償還期間

いては、 を短縮し、又 いては、 を短縮し、又

当該見直 は繰上償還も 当該見直 は繰上償還も

し後の利 しくは低利に し後の利 しくは低利に

率） 借換えするこ 率） 借換えするこ

とができる。 とができる。

32,000 〃 〃 〃 17,500 〃 〃 〃

872,000 〃 〃 〃 865,600 〃 〃 〃

土木施設災害
復旧事業

臨時財政対策
債

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

農業施設災害
復旧事業
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 ２　廃　止

起 債 の 目 的 限 度 額

千円 ％

(借入方法) 3.0 以内

( た だ し ､ 利 率

見直し方式で借

入れる場合につ

いて､利率の見直

しを行った後に

おいては ､当該

見直し後の利率)

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

政府資金について

は、その融資条件によ

り、銀行その他の場合

にはその債権者と協定

するものによる。

ただし、市財政の都

合により据置期間及び

償還期間を短縮し、又

は繰上償還もしくは低

利に借換えすることが

できる。

普通貸借又

は証券発行

の方法によ

る。

〃〃総合公園整備事業 4,500 〃

交通安全対策事業 7,200

   平成２９年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第４号）専決処分 

平成２９年度大和高田市の大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第４号）は、次

に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７００千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１３５，６７１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                               （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

4.繰入金  
6,191 △700 5,491 

1.基金繰入金 

5,501 △3,700 1,801 

2.特別会計繰入金 

390 3,000 3,390 

補正されなかった科目に係る額 130,180 0 130,180 

歳  入  合  計 136,371 △700 135,671 
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（歳出）                               （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  
68,773 △700 68,073 

1.施設管理費 68,534 △700 67,834 

補正されなかった科目に係る額 67,598 0 67,598 

歳  出  合  計 136,371 △700 135,671 

 

平成２９年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）専決処分 

平成２９年度大和高田市の大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９００千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ６，５４４，３３９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

 （歳入）                               （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

7.繰入金  
966,094 △900 965,194 

1.一般会計繰入金 

933,677 △900 932,777 

補正されなかった科目に係る額 5,579,145 0 5,579,145 

歳  入  合  計 6,545,239 △900 6,544,339 

 

（歳出）                               （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  
128,581 △900 127,681 

1.総務管理費 

78,066 △900 77,166 

3.介護認定審査会費 

46,288 0 46,288 

2.保険給付費  5,865,511 0 5,865,511 

1.給付諸費 5,865,511 0 5,865,511 

補正されなかった科目に係る額 551,147 0 551,147 

歳  出  合  計 6,545,239 △900 6,544,339 
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告示第４２号 

大和高田市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例（平成１７年条例第１号）

第６条第２項の規定により、指定管理者の指定について告示します。 

平成３０年３月３１日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設 

（１）施設の名称 

大和高田市総合福祉会館 

（２）施設の所在地 

大和高田市大字池田４１８番地１ 

２ 指定管理者となる団体 

（１）団体の名称 

社会福祉法人 大和高田市社会福祉協議会 

（２）団体の所在地 

大和高田市大字池田４１８番地１ 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

大和高田市総合福祉会館条例（平成１７年条例第３６号）第１７条に規定する業務 

４ 指定管理者の指定の期間 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

告示第４３号 

大和高田市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例（平成１７年条例第１号）

第６条第２項の規定により、指定管理者の指定について告示します。 

平成３０年３月３１日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設 

（１）施設の名称 

大和高田市高田温泉さくら荘 

（２）施設の所在地 

大和高田市大字池田４４７番地 

２ 指定管理者となる団体 

（１）団体の名称 

社会福祉法人 大和高田市社会福祉協議会 

（２）団体の所在地 

大和高田市大字池田４１８番地１ 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

大和高田市高田温泉さくら荘条例（平成１７年条例第２５号）第１４条に規定する業務 

４ 指定管理者の指定の期間 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

告示第４４号 

大和高田市母子・父子自立支援員設置要綱を廃止する告示を次のように定める。 

  平成３０年３月３１日  

                               大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市母子・父子自立支援員設置要綱を廃止する告示 
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 大和高田市母子・父子自立支援員設置要綱（平成１９年告示第６号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

告示第４５号 

 大和高田市公印規則（平成１６年規則第２５号）第１４条第５項の規定により電子公印を廃止しま

したので、同規則第１４条第６項の規定により告示します。 

  平成３０年３月３１日 

大和高田市長 吉田 誠克   

公印に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用していた文書 

担当課 文書の名称 

児童福祉課 児童手当・特例給付認定通知書、児童手当・特例給付認定請求却下通知書、

児童手当・特例給付額改定通知書、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書、

児童手当・特例給付支払通知書、児童手当・特例給付支払差止通知書、児童

手当・特例給付支払差止解除通知書、児童扶養手当認定通知書、児童扶養手

当認定請求却下通知書、児童扶養手当額改定通知書、児童扶養手当資格喪失

通知書、児童扶養手当支給停止通知書、児童扶養手当支給停止解除通知書、

有期認定通知書、児童扶養手当支払差止通知書、児童扶養手当支払差止解除

通知書、児童扶養手当支給期間延長通知書、児童扶養手当現況届提出命令書、

児童扶養手当一部支給停止適用除外決定通知書、児童扶養手当受給資格者台

帳（写し）の送付について（依頼）、児童扶養手当受給資格者台帳（写し）

の送付について 

環境衛生課 火葬場使用許可書、還付通知書、充当通知書、催告書、督促状 

学校教育課 支給認定証、支給認定通知書 

介護保険課 要介護認定等申請受理通知書、要介護認定・要支援認定等延期通知書、要介

護認定・要支援認定等結果通知書、要介護状態区分変更通知書、要介護認定・

要支援認定等却下通知書、サービス種類指定・変更通知書、要介護認定・要

支援認定取消通知書、資格者証、介護保険 他市町村住所地特例者連絡票、

介護保険 住所地特例 施設退所（居）通知書、介護保険給付の支払方法変

更（償還払い化）予告通知書、介護保険給付の支払方法変更（償還払い化）

通知書、介護保険給付の支払一時差止通知書、介護保険給付の支払一時差止

等予告通知書、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書、介護保険 滞納

保険料控除通知書、介護保険 給付額減額通知書、支払方法変更通知書、介

公印の名称 市長印（一般公印） 

寸法 方２０㎜ 

廃止する理由 改刻による 

使用廃止年月日 平成３０年３月３１日 

印影 省略（市役所前掲示場に掲示済み） 
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護保険料 仮徴収のお知らせ、介護保険料納入通知書 兼 特別徴収開始

（停止）通知書、介護保険料納入（変更）通知書 兼 特別徴収開始（停止）

通知書、介護保険料納入（変更）通知書、介護保険の賦課等資料について（照

会）、介護保険 給付減免更新のお知らせ、介護保険負担限度額、利用者負

担額減額・免除認定決定通知書、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担

額減額・免除決定通知書（特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関す

る認定申請）、介護保険 訪問介護利用者負担額減額 決定通知書（法施行

時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置）、社会福祉法人等利用者負担

軽減対象決定通知書（社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置）、介護

保険 給付費通知書、介護保険償還払支給（不支給）決定通知書、受領委任

払いのお知らせ、介護保険その他償還支給（不支給）決定通知書、介護保険

高額介護（予防）サービス費給付のお知らせ、介護保険高額介護（予防）サ

ービス費支給（不支給）決定通知書 

保育課 保育所（園）入所承諾兼保育料決定通知書、保育料変更通知書、保育実施解

除通知書、保育所入所不承諾通知書、督促状、支給認定通知書 

営繕住宅課 収入認定通知書、収入超過者認定通知書、高額所得者認定通知書 

保険医療課 国民健康保険税納税通知書、国民健康保険税変更通知書兼特別徴収開始（停

止）通知書、所得の申告内容及び課税状況について、国民健康保険脳ドック

補助金交付決定通知書・受診券 

収納対策室 催告書、財産照会帳票、他市町村実態調査書、住民票、戸籍謄本交付申請書、

還付通知書、充当通知書 

税務課 普徴納税変更通知書、年金特徴仮徴収中止のお知らせ、特徴継承通知書、更

正決定通知書、減免決定通知書（身体障害者用）、減免決定通知書（公益車

両用）、減免申請案内書、固定資産税（都市計画税）変更通知書 

 

告示第４６号 

 大和高田市公印規則（平成１６年規則第２５号）第１４条第５項の規定により電子公印を廃止しま

したので、同規則第１４条第６項の規定により告示します。 

  平成３０年３月３１日 

大和高田市長 吉田 誠克   

公印に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用していた文書 

担当課 文書の名称 

都市計画課 屋外広告物許可書 

公印の名称 市長印（一般公印） 

寸法 方２０㎜ 

廃止する理由 改刻による 

使用廃止年月日 平成３０年３月３１日 

印影 省略（市役所前掲示場に掲示済み） 
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告示第５２号 

 大和高田市奈良県屋外広告物条例施行規則（平成１４年規則第１９号）別表第１において指定する

地域又は場所を、別紙図面表示のとおり告示します。 

  平成３０年４月１日 

大和高田市長 吉田 誠克   

別紙図面表示省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

 

告示第５３号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定により、本市における平成３０年

度固定資産の価格等のすべてを固定資産税課税台帳に登録しましたので、同条第２項の規定により告

示します。 

  平成３０年４月１日 

大和高田市長 吉田 誠克   

 

告示第５４号 

 大和高田市自転車駐車場条例（平成５年条例第１８号）に定める使用料の収納に関する事務及び大

和高田市自動車駐車場条例（平成８年条例第２４号）に定める使用料の収納に関する事務を下記の者

に委託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定により告示

します。 

  平成３０年４月１日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１．収納の事務を委託した者の住所、氏名 

  奈良県大和高田市池田４１８番地の１ 

社団法人 大和高田市シルバー人材センター 

２．委託した事務の範囲 

（１） ＪＲ高田駅西側駐車場に係る使用料の収納 

（２） サイクルポート近鉄高田北に係る使用料の収納 

（３） サイクルポート近鉄高田南に係る使用料の収納 

（４） サイクルポートＪＲ高田に係る使用料の収納 

（５） サイクルポートＪＲ高田西に係る使用料の収納 

（６） サイクルポート高田市駅に係る使用料の収納 

（７） サイクルポート松塚駅に係る使用料の収納 

（８） サイクルポート浮孔に係る使用料の収納 

３．期   間 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

４．収納の方法 

口頭、掲示及び自動管理機器による収納 

 

告示第５５号 

 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１５８条第１項に基づき、手数料の収納事務を次の

とおり委託したので、同条第２項の規定により告示します。 

  平成３０年４月１日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 委託先 
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東京都千代田区一番町２５番地 

  地方公共団体情報システム機構 理事長 吉本 和彦 

２ 委託した事務の範囲 

  コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付に係る住民票の写しの交付手数料、印鑑登録

証明書交付手数料及び市民税の課税に関する証明書交付手数料の収納 

３ 委託期間 

  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

告示第５６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項に規定する指定代理納付者を指定し

たので、大和高田市会計規則（平成１１年規則第５９号）第１３条第２項の規定により告示する。 

  平成３０年４月１日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 指定代理納付者の名称及び所在地 

名称 所在地 

ヤフー株式会社 東京都千代田区紀尾井町１番３号 

株式会社イーコンテクスト 東京都渋谷区恵比寿南３丁目５―７  

デジタルゲートビル５Ｆ 

２ 指定代理納付者に代理納付させる歳入の種類 

  ふるさと大和高田応援寄附金（インターネットによる公金支払の方法により代理納付されるもの

に限る。） 

３ 指定代理納付者に歳入を代理納付させる期間 

  ヤフー株式会社      平成３０年４月２日から平成３１年３月３１日まで 

  株式会社イーコンテクスト 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

告示第６０号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

平成３０年４月２日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２ 移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量 

（１） 放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和高田
駅･ＪＲ高田
駅周辺 

近鉄高田市

駅周辺 

近鉄松塚駅

周辺 

近鉄浮孔駅

周辺 

近鉄築山駅

周辺 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

平成３０年３月１日 ３          

平成３０年３月２日 ３  １        

平成３０年３月６日   １        

平成３０年３月１３日 １  ２        
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平成３０年３月１４日   ３        

平成３０年３月１５日   １        

平成３０年３月２０日 ２          

平成３０年３月２２日 ２          

平成３０年３月２９日   １        

３ 保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下自転車保管所 

４ 引取期間 

告示日から６０日間。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

５ 引取時間 

午前９時から正午までと午後１時から午後４時まで 

６ 引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証、運転免許証、保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴取します。 

ア 移動費 ２，０００円 

イ 保管費 移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田市

の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円を

徴取する。総額は、１，０００円を限度とする。 

７ 連絡先 

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第６１号 

 差押調書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達

できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示

送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成３０年４月６日 

                   大和高田市長 吉田 誠克   

１ この通知の発送年月日 

平成３０年３月２９日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第６２号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第３項並びに第１１条の２第１２項及び住民

基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令（昭和６０年自治省令第２８

号）第３条の規定に基づき、次のとおり公表します。 

  平成３０年４月１０日 

大和高田市長 吉田 誠克   
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閲覧者氏名（法人の場

合は名称及び代表者又

は管理者名） 

請求事由 

（利用目的）の概要 

 

閲覧年月日 

 

 

閲覧した住民の 

範囲 

 

厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部精神

・障害保健課 

「娯楽と生活習慣に関

する調査」の調査対象

者を抽出 

平成29年4月25日 

 

 

大字根成柿の昭和17年

5月1日から平成9年4月

30日以前生まれの日本

人男女 

内閣府大臣官房政府

広報室 

  

「国民生活に関する世

論調査」の調査対象者

抽出 

平成29年5月24日 

 

 

大東町の満18歳以上の

日本人男女 

 

(株)野村総合研究所 

  

「テレビ視聴に関する

調査」の調査対象者抽

出 

平成29年5月25日 

 

 

礒野東町の満16歳以上

の日本人男女 

内閣府大臣官房政府広

報室 

「救急に関する世論調

査」の調査対象者抽出 

平成29年6月22日 

 

北片塩町の満18歳以上

の日本人男女 

厚生労働省保険局医療

課 

 

「支払意思額測定に関

する調査」の調査対象

者抽出 

平成29年6月22日 

 

 

大字池田の20歳から79

歳の男女 

朝日新聞社ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本

部ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 

 

「2017年新聞及びｳｪﾌﾞ

利用に関する総合調査

」の調査対象者抽出 

平成29年6月23日 

 

 

大字有井の満15歳以上

の日本人男女 

(株)時事通信社 

 

「くらしと環境に関す

る世論調査」の調査対

象者抽出 

平成29年8月8日 

 

 

東三倉堂町の満20歳以

上の日本人男女 

ＮＨＫ放送文化研究

所 

「メディア利用動向調

査」の調査対象者抽出 

平成29年9月21日 

 

大字野口の満16歳以上

の日本人男女 

東京大学社会科学研究

所 

「紛争経験調査」の調

査対象者抽出 

平成29年10月4日 

 

日之出町の満20歳以上

の日本人男女 

内閣府大臣官房政府広

報室 

「外交に関する世論調

査」の調査対象者抽出 

平成29年10月5日 

 

東中2丁目の満18歳以

上の日本人男女 

農林水産省消費･安全 「食育に関する意識調 平成29年10月24日 西三倉堂1丁目の満20
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局 査」の調査対象者抽出  歳以上の日本人男女 

内閣府男女共同参画局

推進課 

「平成29年度男女間に

おける暴力に関する調

査」の調査対象者抽出 

平成29年11月2日 

 

 

中三倉堂2丁目の満20

歳以上の日本人男女 

内閣府大臣官房政府広

報室 

 

「家族の法制に関する

世論調査」の調査対象

者抽出 

平成29年11月7日 

 

 

今里町の満18歳以上の

日本人男女 

国土交通省土地･建設

産業局企画課 

「土地問題に関する国

民の意識調査」の調査

対象者抽出 

平成29年11月9日 

 

 

大字田井の20歳以上の

日本人男女 

内閣府大臣官房政府

広報室 

 

「自衛隊･防衛問題に

関する世論調査」の調

査対象者抽出 

平成29年12月14日 

 

 

大中南町の満18歳以上

の日本人男女 

ＮＨＫ放送文化研究

所 

 

「2018年3月東京ｵﾘﾝﾋﾟ

ｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに関する

調査」の調査対象者抽

出 

平成29年12月28日 

 

西三倉堂2丁目、栄町の

満20歳以上の日本人男

女 

内閣府大臣官房政府

広報室 

 

「社会意識に関する世

論調査」の調査対象者

抽出 

平成30年1月11日 

 

礒野南町の満18歳以上

の日本人男女 

奈良県くらし創造部人

権施策課 

「人権に関する県民意

識調査」の調査対象者

抽出 

平成30年1月11日 

 

大字市場の満18歳以上

の外国人 

国立病院機構 久里浜

医療センター 

 

「飲酒と生活習慣に関

する調査」の調査対象

者抽出 

平成30年1月12日 大字大中の満20歳以上

の日本人男女 

日本たばこ産業(株)た

ばこ事業本部Ｍ＆Ｓ企

画部 

「全国たばこ喫煙者率

調査」の調査対象者抽

出 

平成30年1月31日 田井新町の昭和3年5月

1日から平成10年4月30

日生まれの男女 

 

告示第６４号   

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ
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り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成３０年４月１６日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

  大和高田市自転車等の安全利用に関する条例第１０条第３項及び同条例施行規則第５条 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  平成３０年７月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成３０年１月１日から平成３０年１月３１日までの間 

 

告示第６５号 

大和高田市特別融資制度推進会議設置要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成３０年４月１６日   

大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市特別融資制度推進会議設置要綱の一部を改正する告示 

大和高田市特別融資制度推進会議設置要綱（平成２５年大和高田市告示第８７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条第１項中「次項」を「次条」に改め、同条第２項を削る。 

第６条を第９条とする。 

第５条第１項中「認定等」を「審査等」に改め、同条を第８条とし、第４条の次に次の３条を加え

る。 

（会長） 

第５条 推進会議に会長を置き、市長をもって充てる。 

２ 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。 

（会議） 

第６条 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

２ 推進会議の議事は、出席委員の全員一致により決定するものとする。 

３ 推進会議の事務局（以下「事務局」という。）は、市民部まちづくり振興室産業振興課に置く。 

（運営） 

第７条 本制度を効率的に実施するため、第３条の協議等に当たっては、推進会議は、次項に定める

慎重な審議が必要な場合を除いて、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関（借

入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合

にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。）に委任するものとする。 

２ 慎重な審議が必要な場合とは、次に掲げる場合をいう。 

（１） 借入額が１億５千万円（法人にあっては５億円）を超える場合。ただし、次のいずれかに

該当する場合を除く。 

ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合 

イ 人・農地プラン（人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱（平成２４年２月８日付け２３

経営第２９５５号農林水産事務次官依命通知）第２に定めるものをいう。）に地域の中心とな

る経営体として位置付けられた農業者（人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置
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付けられることが確実であると市長が認めた農業者を含む。）が借り入れる場合 

（２） 認定新規就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条の５第１

項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。）を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げ

る場合 

ア 必要とする青年等就農資金の借入額が３,７００万円を超える場合 

イ 農業経営改善関係資金基本要綱（平成１４年７月１日付け１４経営第１７０４号農林水産事

務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。）第３の１の（２）の指導農業士等によ

る意見書及び第３の１の（４）の奈良県による確認書又は第３の１の（４）の奈良県による意

見書（以下「意見書」という。）が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成

の見込みに疑義があるとするものである場合 

３ 前項の場合において、事務局は、第５項に定める場合を除いて、案件ごとに融資機関への文書持

ち回り方式により処理する。 

４ 事務局は、当該借入希望者への利子助成等を行う奈良県及び大和高田市（以下「助成地方公共団

体」という。）その他直接関係を有する構成機関に対し、迅速に文書（電子的方法、磁気的方法そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。）を送付する。 

５ 地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から

構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは

意見書が付されなかった場合は、会議方式により処理する。この場合において、融資審査を行った

融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事

務処理に努めるものとする。 

６ 第１項により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合、当該融資機関は事務局に対し、速や

かに認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画（農業経営基盤強化促進法（昭和

５５年法律第６５号）第１２条第１項の認定に係る農業経営改善計画（酪農及び肉用牛生産の振興

に関する法律（昭和２９年法律第１８２号）第２条の５の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振

興特別措置法（昭和３６年法律第１５号）第３条第１項の認定に係る果樹園経営計画を含む。）を

いう。）又は青年等就農計画（農業経営基盤強化促進法第１４条の４の第１項の認定に係る青年等

就農計画をいう。）の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、

年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な

事項を報告する。 

７ 前項の報告を受けた事務局は、次の各号に掲げる機関ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事項を

速やかに通知するものとする。 

（１） 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項 

（２） その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農

技術指導を行う上で必要な事項等 

第４条を削る。 

第３条第１号から第６号までを次のように改める。 

（１） 大和高田市 

（２） 大和高田市農業委員会 

（３） 奈良県（奈良県中部農林振興事務所を含む。） 

（４） 株式会社日本政策金融公庫 

（５） 奈良県農業協同組合 

（６） 奈良県農業信用基金協会 

第３条を第４条とする。 

第２条の見出し中「等」を削り、同条第１号中「第２項各号」を削り、同条を第３条とし、第１条

の次に次の１条を加える。 
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（対象となる資金） 

第２条 対象とする資金は、次のとおりとする。 

（１） 農業経営基盤強化資金（農業経営基盤強化資金実施要綱（平成６年６月２９日付け６農経

Ａ第６６５号農林水産事務次官依命通知）第３に定める資金をいう。） 

（２） 農業経営改善促進資金（農業経営改善促進資金融通事業実施要綱（平成６年６月２９日付

け６農経Ａ第６６５号農林水産事務次官依命通知）第４に定める資金をいう。） 

（３） 農業近代化資金（認定農業者貸付けに係る経営改善資金計画の認定） 

（４） 青年等就農資金（青年等就農資金基本要綱（平成２６年２５経営第３７０２号農林水産事

務次官依命通知）第３に定める資金をいう。） 

（５） 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認める資金 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

告示第６６号 

 平成２９年度国民健康保険税第１期、第２期、第３期、第４期、第５期、第６期、第７期及び第８

期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達

できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示

送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成３０年４月２３日 

                   大和高田市長 吉田 誠克   

１ この通知の発送年月日 

平成２９年度国民健康保険税第１期 平成２９年 ８月２８日 

平成２９年度国民健康保険税第２期 平成２９年 ９月２８日 

平成２９年度国民健康保険税第３期 平成２９年１０月３０日 

平成２９年度国民健康保険税第４期 平成２９年１１月２９日 

平成２９年度国民健康保険税第５期 平成２９年１２月２６日 

平成２９年度国民健康保険税第６期 平成３０年 １月３０日 

平成２９年度国民健康保険税第７期 平成３０年 ２月２７日 

平成２９年度国民健康保険税第８期 平成３０年 ３月２９日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第６７号 

 平成２９年度市県民税随時分の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成３０年４月２６日 

                   大和高田市長 吉田 誠克   
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１ この通知の発送年月日 

平成２９年度市県民税随時分 平成３０年３月３０日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第６９号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

平成３０年５月１日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２ 移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量 

（１） 放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和高
田駅･ＪＲ高
田駅周辺 

近鉄高田市

駅周辺 

近鉄松塚駅

周辺 

近鉄浮孔駅

周辺 

近鉄築山駅

周辺 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

平成３０年４月２日 １          

平成３０年４月３日 １          

平成３０年４月９日 １          

平成３０年４月１１日 ２          

平成３０年４月１３日 １          

平成３０年４月１７日 １          

平成３０年４月１９日 ２          

平成３０年４月２０日 ３ １         

平成３０年４月２４日 ２  １ １       

平成３０年４月２７日 １  １        

３ 保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下自転車保管所 

４ 引取期間 

告示日から６０日間。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

５ 引取時間 

午前９時から正午までと午後１時から午後４時まで 

６ 引取りのための必要事項 

（１）印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証、運転免許証、保険証等）

をお持ちください。 

（２）次のとおり移動及び保管に要した費用を徴取します。 

ア 移動費 ２，０００円 
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イ 保管費 移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田市

の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円を

徴取する。総額は、１，０００円を限度とする。 

７ 連絡先 

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第７０号 

 大和高田市公印規則（平成１６年規則第２５号）第１４条第１項の規定により電子公印を使用しま

すので、同規則第１４条第６項の規定により告示します。 

  平成３０年５月１日 

大和高田市長 吉田 誠克   

公印に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用する文書 

担当課 文書の名称 

都市計画課 屋外広告物許可書 

 

 

 

公告第１３号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成３０年４月３日 

大和高田市長  吉田 

誠克   

１ 業務名 大和高田市流域対策検討業務 （再度入札） 

２ 履行場所 大和高田市内 

公印の名称 市長印 

寸法 方２１㎜ 

使用する理由 
業務システム調整に伴い、事務の迅速化及び

効率化を図るため。 

使用開始年月日 平成３０年５月１日 

印影 省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

公 告 
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３ 履行期間 契約締結日から平成３０年１２月２８日（金）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木関係

建設コンサルタント業務（河川･砂防及び海岸･海洋部門）に登録し

ている者であること。 

（２）平成１９年４月１日以降において、官公庁発注の地理情報シス

テム（ＧＩＳ）によるデータ構築を含む同種業務を元請けで履行実

績を有する者であること。 

（３）奈良県内に本店又は支店等を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措

置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 平成１９年４月１日以降における同種業務の契約書の写し及

び登録内容確認書（テクリス）等（業務の同等確認できるもの）

の写し 

③ 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。 

（４）受付期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月１６日（月）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年４月１７日（火） 
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（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年４月２３日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年４月２４日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年４月２６日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年４月２７日（金）午前１１時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの
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した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限基準比

較価格 

￥２，９６０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１４号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成３０年４月３日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 工事名 一般焼却炉２号ガス冷却室更新工事 

２ 工事場所 大和高田市 今里川合方 地内（大和高田市クリーンセンター） 

３ 工事期間 契約締結日から平成３１年３月２０日（火）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿に登録して

いる者であること。 

（２）清掃施設工事において建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第３条第１項の建設業の許可を受けており、かつ、同法第２７条の

２３に規定する経営事項審査における清掃施設工事の総合評定値

（同法第２７条の２９第１項に規定する総合評定値をいう。）が１，

２００点以上であること。 

（３）過去５年間（平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日ま

での間）に官公庁（公益民間企業等含む。）発注の清掃施設工事（本

施設（１５０トン／日）と同等以上のごみ焼却施設における改修工

事等）を元請（共同企業体の場合は代表者に限る。）で１億円以上

の施工実績を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措

置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 
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６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 建設業許可証明書等の写し及び経営規模等審査結果通知書・

総合評定値通知書（有効期間内にある直近のもの）の写し 

③ 過去５年間（平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日

までの間）における清掃施設工事の契約書の写し及び登録内容

確認書（コリンズ）等（工事の同等確認できるもの）の写し 

④ 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。 

（４）受付期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月１７日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年４月１８日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月１７日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年４月２７日（金）午後５時まで 



平成３０年５月１０日（木） 大 和 高 田 市 公 報 第３５２号 

 69 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年５月７日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年５月１０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年５月１１日（金）午前１１時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において

一般の閲覧に供するとともに、大和高田市ホームページで公表しま

す。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１７ 最低制限基準比

較価格 

￥７０，２００，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない
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ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１５号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成３０年４月３日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 件  名 平成３０年度庁用バス運行業務委託 

２ 委託期間 契約締結日から平成３１年３月３１日まで 

３ 業務内容等 仕様書のとおり 

４ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（４）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要

綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当しな

いものであること。 

（５）一般乗合旅客自動車運送業又は一般貸切旅客自動車運送事業の

許可を得ていること。 

（６）過去５年間のうちに、官公庁においてバス運行業務委託実績を

有すること（１契約の委託期間は半年以上であること。）。 

（７）運転者資格（大型二種免許資格）を有している乗務員が３名以

上常勤していること。 

（８）道路運送上必要な整備管理者が当該バス管轄営業所に１名以上

常勤していること。 

（９）大型バスの保管及び管理が可能であること。 

（１０）労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）に基づき、適正

に運転者の健康管理ができていること。 

５ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き

一般競争入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び下記

必要書類を提出し、競争入札参加資格についての確認を受けなければ

なりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は入札日に

おいて競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加す

ることができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類は、次の６点とします。 

・４（４）に係る暴力団排除に関する誓約書（＊） 

・一般乗合旅客自動車運送業又は一般貸切旅客自動車運送業の免許
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状の写し 

・過去５年間の官公庁におけるバス運行業務委託実績を証する契約

書の写し 

・運転資格者（大型二種免許）一覧及び業務従事予定者（２名以上）

の運転免許証（大型二種免許）の写し 

・定期健康診断を受診させ、適切な勤務体制により、業務従事予定

者の健康状態が良好に保たれていることを保証する誓約書（＊） 

このうち、（＊）のある各誓約書は本市指定様式によるものとし、

様式については申請書と同様に大和高田市ホームページに掲載して

います。 

（３）申請書等の提出は、必ず持参とします。（郵送不可） 

（４）申請期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月１７日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）申請時間 

午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までを除

きます。 

（６）申請場所 

〒６３５－８５１１ 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

６ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年４月１８日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、一般競争入札参加資格確認通知

書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を郵送します。 

７ 質疑等 入札説明書（仕様書）についての質疑及び回答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質問書の様式は、任意とします。） 

（１）質疑期限 

平成３０年４月２０日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市 環境建設部 契約監理室  担当 米田、松本 

ＦＡＸ（０７４５）４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年４月２３日（月）午後５時まで。回答は、原則、質問者

に対してのみ行います。 

８ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年４月２５日（水）。なお、入札執行日の前日であるた

め、この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 
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９ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当す

る金額を記載してください。 

１０ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１１ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年４月２６日（木）午前１０時から 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において

一般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページ

で公表します。 

１２ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に４に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１３ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

開札の結果、各参加者の入札の全てが予定価格の制限の範囲内での

価格での入札とならなかったときは、地方自治法施行令第１６７条の

２第１項第８号の規定に基づき、随意契約に移行します。この場合に

おける見積書の徴取については、２人以上の者（２人以上の者を確保

するため、本市の登録事業者でない者を含めることがあります。）か

ら行い、予定価格の制限の範囲内で最廉価格を提示した者を契約締結

義務者とします。 

１４ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１６号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成３０年４月４日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 件  名 大和高田市立病院院内滅菌業務委託 

２ 履行場所 大和高田市立病院 

３ 履行期間 平成３０年７月１日から平成３３年６月３０日まで 
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４ 履行内容 仕様書のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる全ての要件

を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（４）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年告示第２２号）第２条

第２号に規定する暴力団員（以下同じ。）又は同条第１号に規定す

る暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する

者でないこと。 

（５）国内の病床数３００床以上の病院で滅菌業務の元請け受託実績

（平成２０年４月１日～平成３０年３月３１日の間で２年以上継続

し履行した業務実績）を有する者 

  ※病院とは、国が開設する病院若しくは医療法第３１条に規定す

る公的医療機関又はこれらに準ずるものと市が認める病院（独立行

政法人等の病院）とする。 

（６）自社社員で受託業務の責任者（以下「統括責任者」という。）

を専任で配置することができる者。ただし、統括責任者は、過去１

０年以内に医療法の規定にもとづく３００床以上の病院で滅菌業務

に３年以上の実務経験を有する者でなければならない。 

（７）次に掲げる有資格者を配置することができる者 

   ①第二種滅菌技師 ②特定化学物質等作業主任者 

   ③第一種圧力容器取扱作業主任者 

   ※（６）は（７）を兼任することができます。 

（８）当該業務を仕様書に基づき人員を配置し、確実に業務を履行で

きる者であること。 

６ 競争入札参加資格

の申請 

本件競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き

一般競争入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料

を提出し、競争入札参加資格についての確認を受けなければなりませ

ん。また、期限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競

争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市立病院ホームページに掲載（ダウンロード可能）してい

ます。 

（２）必要書類として次に掲げるのものを申請書と同時に提出してく

ださい。 

  ア）５（４）に係る暴力団排除に関する誓約書。暴力団排除に関

する誓約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、

（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに掲載してい

ます。 

イ）５（５）については別紙（様式１）の業務実績調書と当該業

務契約書の写し 

ウ）５（６）については別紙（様式２）の業務責任者の経歴書及

びその業務責任者が自社社員である証明書（雇用保険被保険者

資格取得確認通知書又は社会保険加入証明書の写し） 

エ）５（７）については①から③までの有資格配置予定者の資格
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証の写し 

オ）履歴事項全部証明書（発行後 3ヶ月以内のもの） 

カ）印鑑証明書（発行後 3ヶ月以内のもの） 

 上記オ）、カ）は、平成 30年度大和高田市競争入札参加資格者

名簿 

又は大和高田市立病院競争入札参加資格者名簿に登録されている

者に 

ついては、提出の必要はありません。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによ

るものは受け付けません。 

（４）受付期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月１７日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前９時から午後５時まで 

（６）受付場所 

大和高田市礒野北町１番１号 

大和高田市立病院 総務課 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年４月１８日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格

確認通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

郵送する。 

８ 入札説明書（仕様

書）等の配布 

入札説明書（仕様書）等の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月１７日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前９時からから午後５時まで 

（３）配布の場所 

大和高田市礒野北町１番１号 

大和高田市立病院 総務課 

（４）費用の負担 

配布に係る費用は、頂きません。 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑は、大和高田市立病院ホーム

ページに掲載の質疑応答票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月２０日（金）まで 

（２）受付時間 

午前９時から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市立病院 総務課 

ＦＡＸ ０７４５－５３－２９０８ 

（４）回答方法及び期日 

回答は、ＦＡＸによるものとし、平成３０年４月２４日（火）午

後５時までとします。また回答は原則質問者にのみとします。 

１０ 入札書の提出方 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 
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法 （１）期限 

平成３０年４月２６日（木）入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 市立病院総務課 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相

当する金額を記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、

入札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 開札の日時等 入札の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年４月２７日（金）午後１時３０分 

（２）場所 

大和高田市立病院放射線治療棟 大会議室 

１５ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限価格 設定しません。 

１８ 開札結果等の公

表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、大和高田市立病院総務

課において一般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市立病

院ホームページで公表します。 

１９ その他 （１）個人による申請は受け付けません。 

（２）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（３）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１７号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告します。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

  平成３０年４月１６日 

大和高田市長 吉田 誠克   
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公告第１８号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告します。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

  平成３０年４月１６日 

大和高田市長 吉田 誠克   

 

公告第１９号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告します。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

  平成３０年４月１６日 

大和高田市長 吉田 誠克   

 

公告第２０号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成３０年４月１６日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 工事名 陵西幼稚園屋外保育場防水改修工事 

２ 工事場所 大和高田市 大字池田 地内（大和高田市立陵西幼稚園） 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年６月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の塗装・防

水工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措

置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が
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ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお

渡しします。） 

（４）受付期間 

平成３０年４月１７日（火）から平成３０年４月２３日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年４月２４日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成３０年４月１７日（火）から平成３０年４月２３日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年５月２日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年５月７日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 
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法 （１）期限 

平成３０年５月８日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年５月９日（水）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１７ 最低制限基準比

較価格 

￥３，４６０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第２１号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２
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２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成３０年４月１９日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 工事名 高田西中学校大規模改造工事 

２ 工事場所 大和高田市 大字池田 地内（高田西中学校） 

３ 工事期間 本契約成立日から平成３２年２月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 本件工事は、代表者１者、構成員１者による特定建設共同企業体で

行うものとし、この競争入札に参加することができる者は、次に掲げ

る要件をすべて満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式

工事に登録している者であること。 

（２）代表者及び構成員は次の要件をすべて満たしている者とする。 

（ア）代表者 

① 本店又は支店等を奈良県内に有すること。 

② 経営規模等審査結果通知書・総合評定値通知書（有効期間内

にある直近のもの）の結果における建築一式工事の総合評定値

が１，０００点以上であること。 

③ 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する監理技

術者（平成３０年６月中旬時点において継続して３月以上の雇

用関係にある者）を当該工事に専任で配置できること。（本工

事の契約は、議会の議決により成立するため、専任技術者は平

成３０年６月中旬から配置できる者とする。） 

（イ）構成員 

① 本店を大和高田市内に有すること。 

② 大和高田市における建築一式工事の平成２９年度格付け等級

がＡ又はＢ級であること。 

③ 一級若しくは二級建築施工管理技士又は一級若しくは二級建

築士の資格を有する主任技術者（平成３０年６月中旬時点にお

いて継続して３月以上の雇用関係にある者）を当該工事に専任

で配置できること。（本工事の契約は、議会の議決により成立

するため、専任技術者は平成３０年６月中旬から配置できる者

とする。） 

（３）代表者の出資比率は２分の１以上とし、構成員の出資比率は１

０分３以上とする。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措

置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま



平成３０年５月１０日（木） 大 和 高 田 市 公 報 第３５２号 

 80 

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（ＪＶ用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載

（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けてい

ます。 

（２）必要書類として、特定建設工事共同企業体協定書と５（７）に

係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請書と同時に提出して

ください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によるもの

とし、様式については、申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。また、５（２）（ア）②の要件を満たすことを証

するものとして経営規模等審査結果通知書・総合評定値通知書（有

効期間内にある直近のもの）の写しを提出してください。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお

渡しします。） 

（４）受付期間 

平成３０年４月２０日（金）から平成３０年５月７日（月）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年５月８日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成３０年４月２０日（金）から平成３０年５月７日（月）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

（４）費用の負担等 

  配布に係る費用は頂きませんが、配布した入札説明書（仕様書）

は入札執行までに返却願います。 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 
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平成３０年５月１８日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年５月２１日（月）午後５時まで 

回答は、本件工事入札参加資格を認めた者すべてに行います。 

１０ 入札書の提出方    

法    

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年５月２３日（水）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年５月２４日（木）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決

定 

落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５の（２）（ア）③及び同（２）（イ）

③に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 本契約の成立 （１）本件工事の契約については、大和高田市議会の議決を要するた

め、議決があるまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成

立するものとします。 

（２）落札者決定後、議会の議決までの間に落札した共同企業体を構
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成する建設業者の１者が、入札参加資格の制限又は入札参加資格停

止を受けた場合は仮契約を締結せず、また、仮契約を締結している

ときは解除します。 

１９ 契約保証金 大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとしま

す。また、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約

金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

２０ 最低制限基準比

較価格 

￥２１５，８２０，０００－（消費税等抜き） 

２１ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２３ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第２２号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成３０年４月１９日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 工事名 陵西小学校既存校舎解体及び外部階段増築工事 

２ 工事場所 大和高田市 大字池田 地内（陵西小学校） 

３ 工事期間 本契約成立日から平成３１年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 本件工事は、代表者１者、構成員１者による特定建設共同企業体で

行うものとし、この競争入札に参加することができる者は、次に掲げ

る要件をすべて満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式

工事に登録している者であること。 

（２）代表者及び構成員は次の要件をすべて満たしている者とする。 

（ア）代表者 

① 本店又は支店等を奈良県内に有すること。 

② 経営規模等審査結果通知書・総合評定値通知書（有効期間内

にある直近のもの）の結果における建築一式工事の総合評定値

が１，０００点以上であること。 

③ 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する監理技

術者（平成３０年６月中旬時点において継続して３月以上の雇

用関係にある者）を当該工事に専任で配置できること。（本工

事の契約は、議会の議決により成立するため、専任技術者は平

成３０年６月中旬から配置できる者とする。） 

（イ）構成員 

① 本店を大和高田市内に有すること。 

② 大和高田市における建築一式工事の平成２９年度格付け等級

がＡ又はＢ級であること。 

③ 一級若しくは二級建築施工管理技士又は一級若しくは二級建
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築士の資格を有する主任技術者（平成３０年６月中旬時点にお

いて継続して３月以上の雇用関係にある者）を当該工事に専任

で配置できること。（本工事の契約は、議会の議決により成立

するため、専任技術者は平成３０年６月中旬から配置できる者

とする。） 

（３）代表者の出資比率は２分の１以上とし、構成員の出資比率は１

０分３以上とする。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措

置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（ＪＶ用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載

（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けてい

ます。 

（２）必要書類として、特定建設工事共同企業体協定書と５（７）に

係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請書と同時に提出して

ください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によるもの

とし、様式については、申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。また、５（２）（ア）②の要件を満たすことを証

するものとして経営規模等審査結果通知書・総合評定値通知書（有

効期間内にある直近のもの）の写しを提出してください。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお

渡しします。） 

（４）受付期間 

平成３０年４月２０日（金）から平成３０年５月７日（月）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年５月８日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 
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参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成３０年４月２０日（金）から平成３０年５月７日（月）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

（４）費用の負担等 

  配布に係る費用は頂きませんが、配布した入札説明書（仕様書）

は入札執行までに返却願います。 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年５月１８日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年５月２１日（月）午後５時まで 

回答は、本件工事入札参加資格を認めた者すべてに行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年５月２３日（水）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年５月２４日（木）午前１０時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に
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供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決

定 

落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５の（２）（ア）③及び同（２）（イ）

③に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 本契約の成立 （１）本件工事の契約については、大和高田市議会の議決を要するた

め、議決があるまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成

立するものとします。 

（２）落札者決定後、議会の議決までの間に落札した共同企業体を構

成する建設業者の１者が、入札参加資格の制限又は入札参加資格停

止を受けた場合は仮契約を締結せず、また、仮契約を締結している

ときは解除します。 

１９ 契約保証金 大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとしま

す。また、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約

金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

２０ 最低制限基準比

較価格 

￥１４９，９００，０００－（消費税等抜き） 

２１ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２３ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第２３号 

 平成３０年度大和高田市固定資産評価要領作成業務の事業者選定を公募型プロポーザル方式で行い

ますので公告します。 

  平成３０年４月２６日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 業務概要 

（１） 業務名 

平成３０年度大和高田市固定資産評価要領作成業務 

（２） 業務の目的 

大和高田市における固定資産税の公平かつ適正な賦課を行うために、平成３０基準年度

における評価事務の現況を整理しつつ、平成３３基準年度に対応した土地及び家屋の評価
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に関する評価要領を作成することで、評価及び課税に対する説明責任の確保に資すること

を目的とする。 

（３） 提案上限額 

金５，２１１，０００円（税込） 

（４） 履行期間 

契約締結日～平成３３年３月３１日 

２ 参加資格 

公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、「大和高田市固定資産評価要領作成業務委託

事業者選定要項」の「４ 資格要件」をすべて満たす者であること。 

３ その他 

大和高田市固定資産評価要領作成業務委託事業者選定要項による。 

４ 担当課 

大和高田市役所 財務部税務課 

 

公告第２４号 

大和高田市新庁舎建設事業設計・施工業務の受託候補者選定を公募型プロポーザル方式で行います

ので公告します。 

平成３０年５月１日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 業務概要 

（１）業務名 

大和高田市新庁舎建設事業設計・施工業務 

（２）業務概要 

  新庁舎建設にかかる設計業務、施工業務及び工事監理業務 

（３）履行期間 

契約締結の日から平成３３年３月１９日（金）まで 

（４）委託契約限度額 

  ５，０４９，０７４，８００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ 参加資格 

  公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、「大和高田市新庁舎建設事業設計・施工業務

公募型プロポーザル募集要項」（以下「募集要項」という。）の「５．参加資格」の要件を全て満

たす者であること。 

３ 参加表明書の提出期限 

  平成３０年５月３１日（木）１７時１５分まで 

４ その他 

  募集要項による。 

５ 担当課 

〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 財務部 庁舎建設室 

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１ 

 

公告第２５号 

大和高田市新庁舎オフィス環境整備支援業務の受託候補者選定を公募型プロポーザル方式で行い
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ますので公告します。 

平成３０年５月１日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 業務概要 

（１）業務名 

大和高田市新庁舎オフィス環境整備支援業務 

（２）業務概要 

  新庁舎のオフィス環境整備基本計画策定、オフィス環境整備基本設計業務、オフィス環境整備実

施設計業務 

（３）履行期間 

契約締結の日から平成３２年９月３０日（水）まで 

（４）委託契約限度額 

  １７，２９０，８００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ 参加資格 

  公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、「大和高田市新庁舎オフィス環境整備支援業

務に係る公募型プロポーザル募集要項」（以下「募集要項」という。）の「３．参加資格」の要件

を全て満たす者であること。 

３ 参加表明書の提出期限 

  平成３０年５月１８日（金）１７時１５分まで 

４ その他 

  募集要項による。 

５ 担当課 

〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 財務部 庁舎建設室 

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１ 

 

公告第２６号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成３０年５月２日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 業務名 浄化槽保守点検業務（市内７小学校､２中学校、５幼稚園） 

２ 業務場所 大和高田市 旭北町 他１３地内（片塩小学校他１３校） 

３ 業務期間 平成３０年６月１日（金）から平成３１年５月３１日（金）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）平成２９・３０・３１年度本市競争入札参加資格者名簿（清掃・

警備・建物管理等業務）に種目「建物管理」で登録していること。 

（２）奈良県内に本店を有する者であること。 

（３）浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第４８条第１項に基づく

奈良県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和６０年奈良県

条例第４号）に規定する「奈良県浄化槽保守点検業」の奈良県知事
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登録を受けている者であること。 

（４）浄化槽管理士の免状の交付を受けている者の選任ができる者で

あること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措

置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き

一般競争入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、

競争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、

期限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加

資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可

能）しています。 

（２）必要書類として次に掲げるのものを申請書と同時に提出してく

ださい。 

  ア）５（３）に定める有資格者であることを証する写し 

  イ）５（４）に定める有資格者の資格証の写し 

  ウ）５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書。暴力団排除に関

する誓約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、

（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに掲載してい

ます。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付ません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成３０年５月７日（月）から平成３０年５月１５日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年５月１６日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書
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を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成３０年５月７日（月）から平成３０年５月１５日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 前年度の管理報告書

の閲覧 

 前年度の管理報告書の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の日 

平成３０年５月１８日（金） 

（２）閲覧の時間 

午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までを除

きます。また受付は午後３時３０分までとします。 

（３）閲覧の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 教育総務課 

１０ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年５月２１日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年５月２２日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１１ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年５月２４日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１２ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１３ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１４ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 
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（１）日時 

平成３０年５月２５日（金）午前１０時００分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１５ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入

札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１６ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１７ 契約保証金 免除します。 

１８ 最低制限基準比較

価格 

￥３，２８０，０００－（消費税等抜き） 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

教育委員会訓令第１号 

 平成２９年度大和高田市文化会館レストラン運営事業者プロポーザル選定委員会設置要綱を次のよ

うに定める。 

  平成３０年２月１４日 

大和高田市教育委員会教育長 早川 博   

平成２９年度大和高田市文化会館レストラン運営事業者プロポーザル選定委員会設置要綱  

（設置） 

第１条 大和高田市文化会館レストラン運営事業者を募集するに当たり、当該運営業務に係る事業者

（以下「運営事業者」という。）の特定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、大和

高田市文化会館レストラン運営事業者プロポーザル選定委員会（以下「委員会」という。）を設置

する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 （１） 募集要領及び仕様書の審議及び策定に関する事項 

 （２） 提案書及びヒアリングの内容の審査及び評価に関する事項 

 （３） 運営事業者候補の選定に関する事項 

 （４） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

 （１） 教育長 

教育委員会 
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 （２） 教育委員会事務局長 

 （３） 教育総務課長 

 （４） 文化振興課長 

２ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者を委員とする

ことができる。 

３ 委員長は、教育長をもって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその

職務を代理する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、任命の日から運営事業者の特定の日までとする。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、会議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員

等に対して意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （会議の非公開） 

第６条 委員会の会議は、非公開とする。 

 （中立の保持） 

第７条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行為を

してはならない。 

 （守秘義務） 

第８条 委員及び第５条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化振興課において処理する。 

 （委任） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、告示の日から施行する。 

（この訓令の失効） 

２ この訓令は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

教育委員会訓令第２号 

 大和高田市教育委員会パブリックコメント手続要綱を次のように定める。 

  平成３０年３月２３日 

大和高田市教育委員会教育長 早川 博   

   大和高田市教育委員会パブリックコメント手続実施要綱 

 大和高田市教育委員会におけるパブリックコメント手続については、大和高田市パブリックコメン

ト手続実施要綱（平成２９年訓令第９号）の規定の例による。 

   附 則 

 この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 



平成３０年５月１０日（木） 大 和 高 田 市 公 報 第３５２号 

 92 

教育委員会告示第５号 

 大和高田市教育委員会臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成３０年３月２３日 

大和高田市教育委員会教育長 早川 博   

   大和高田市教育委員会臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市教育委員会臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年教育委員会告示第５号）の一部

を次のように改正する。 

 第７条第２項中「１．０５」を「１．０７５」に、「１．２」を「１．２２５」に改める。 

 別表中 

 「 

スクールアドバイザー １６７，８５６円 ― ― 

適応指導教室専任教員 ２３３，３７６円 ― ― 

                                           」を 

 「 

スクールアドバイザー １６９，０００円 ８，２００円 １，０６０円 

適応指導教室専任教員 ２３３，７９２円 ― ― 

                                           」に、 

 「 

小学校講師 １９３，１２８円 ― ― 

                                           」を 

 「 

小学校講師 １９４，２７２円 ― ― 

                                           」に、 

 「 

高等学校講師 ２０３，６３２円 ― ２，５００円 

                                           」を 

 「 

高等学校講師 ２０４，７７６円 ― ２，５００円 

                                           」に、 

 「 

高等学校実習助手 １７５，４４８円 ― ２，０００円 

                                           」を 

 「 

高等学校実習助手 １７６，５９２円 ― ２，０００円 

                                           」に 

改める。 

   附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

教育委員会告示第６号 

 大和高田市教育委員会３月臨時委員会を次のとおり招集する。 

  平成３０年３月２３日 

                 大和高田市教育委員会教育長 早川 博   

 日 時  平成３０年３月２７日（火）午前９時００分～ 

 場 所  大和高田市役所別棟 ２階 教育長室 
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 議 案  第１号 市職員人事について 

第２号 その他 

 

教育委員会告示第７号 

 大和高田市教育委員会４月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成３０年４月３日 

                 大和高田市教育委員会教育長 早川 博   

 日 時  平成３０年４月９日（月）午後２時００分～ 

 場 所  市役所 ４階 委員会室 

 議 案  第１号 平成３０年度大和高田スカウト運動育成協会 感謝状授与について  

第２号 後援願いについて 

第３号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会告示第５号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

平成３０年４月６日  

大和高田市選挙管理委員会 委員長 松村 惠由   

１． 日  時     平成３０年４月１３日（金） 午前９時００分 

２． 場  所     大和高田市大字大中１００番地１ 

            大和高田市役所 ３階 東会議室 

３． 議  案 第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

        第２号 その他 

 

選挙管理委員会告示第６号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

平成３０年５月２日  

大和高田市選挙管理委員会 委員長 松村 惠由   

１． 日  時     平成３０年５月１１日（金） 午前９時００分 

２． 場  所     大和高田市大字大中１００番地１ 

            大和高田市役所 ３階 東会議室 

３． 議  案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消につい

て 

         第２号 その他 

 

 

 

上下水道事業告示第１１号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第

１項の規定に基づき、国土交通省近畿地方整備局長より大和都市計画下水道事業の事業計画の変更の

図書の写しの送付を受けたので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の

規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

平成３０年３月３０日 

（大和高田市上下水道事業管理者） 

選挙管理委員会 

公営企業 
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大和高田市長 吉田 誠克   

１ 施行者の名称  大和高田市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

大和都市計画下水道事業大和高田市流域関連公共下水道 

３ 事業施行期間  昭和５４年３月２３日から平成３７年３月３１日 

４ 事業地 

（１） 収用の部分  無し 

（２） 使用の部分 

昭和５４年３月奈良県告示７９６号、昭和５９年３月奈良県告示第８８２号、昭和６３年８月

奈良県告示第２８８号、平成２年４月奈良県告示第２２号、平成３年１月奈良県告示第５００号、

平成６年６月奈良県告示第１５７号、平成１０年４月奈良県告示第３７号、平成１６年１２月奈

良県告示第４５１号、平成１９年６月奈良県告示１２１号、平成２３年４月奈良県告示９号、平

成２５年３月奈良県告示３７２号及び平成２８年３月奈良県告示４９７号のうち大字野口、大字

市場及び大字大谷の各一部を変更する。 

５ 縦覧場所 

大和高田市大東町５番２２号 大和高田市上下水道部下水道課 

６ 縦覧期間 

平成３０年４月２日から平成３７年３月３１日まで（ただし、大和高田市の休日を定める条例（平

成元年条例第３号）第１条第１項各号に掲げる日を除く。） 

７ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までを除く。） 

 

上下水道事業公告第２号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成３０年４月３日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 工事名 敷枝築山地内管渠工事（５６）・給配水管移設工事（Ｇ５６） 

２ 工事場所 大和高田市 築山 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年９月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）平成２９年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生
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法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措

置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお

渡しします。） 

（４）受付期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月１０日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年４月１１日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月１７日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後
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１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年４月１９日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成３０年４月２０日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年４月２２日（日）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年４月２３日（月）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 
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１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比

較価格 

￥１８，４２０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第３号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成３０年４月３日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 工事名 高４枝礒野北町地内管渠工事（６－１）・給配水管移設工事（Ｇ０６

－１） 

２ 工事場所 大和高田市 礒野北町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年９月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）平成２９年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措

置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入
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札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお

渡しします。） 

（４）受付期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月１０日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年４月１１日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月１７日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年４月１９日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 
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平成３０年４月２０日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年４月２２日（日）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年４月２３日（月）午前９時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比

較価格 

￥１６，３８０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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上下水道事業公告第４号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成３０年４月３日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 工事名 葛５枝出地内管渠工事（６６）・給配水管移設工事（Ｇ６６） 

２ 工事場所 大和高田市 出 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年９月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）平成２９年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措

置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお

渡しします。） 
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（４）受付期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月１０日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年４月１１日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月１７日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年４月１９日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成３０年４月２０日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年４月２２日（日）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便
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によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年４月２３日（月）午前９時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比

較価格 

￥１５，５３０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第５号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成３０年４月３日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 工事名 市枝野口･市場地内管渠工事（５） 

２ 工事場所 大和高田市 野口･市場 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年８月３１日（木）まで 
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４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）平成２９年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措

置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお

渡しします。） 

（４）受付期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月１０日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年４月１１日（水） 
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（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成３０年４月４日（水）から平成３０年４月１７日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年４月１９日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成３０年４月２０日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年４月２２日（日）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年４月２３日（月）午前９時３０分 

（２）場所 
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大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比

較価格 

￥８，５３０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第６号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成３０年５月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 工事名 高５枝東中２丁目地内管渠工事（２）・給配水管移設工事（Ｇ０２）・

配水管布設替工事（Ｓ０２） 

２ 工事場所 大和高田市 東中２丁目 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３１年２月２８日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）平成２９年度大和高田市格付け等級がＡ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）土木工事に関する１級の資格を有する監理技術者（契約締結時

点において継続して３ヶ月以上の雇用関係にあり、監理技術者講習

を５年以内に受講した者）を当該工事に専任で配置できる者である

こと。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者
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であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措

置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお

渡しします。） 

（４）受付期間 

平成３０年５月７日（月）から平成３０年５月１１日（金）まで 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年５月１４日（月） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成３０年５月７日（月）から平成３０年５月１８日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 
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（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年５月３０日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成３０年５月３１日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年６月３日（日）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年６月４日（月）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決

定 

落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 
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１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１９ 最低制限基準比

較価格 

￥１２４，０４０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第７号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成３０年５月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 工事名 高５枝曽大根地内管渠工事（３）・給配水管移設工事（Ｇ０３） 

２ 工事場所 大和高田市 曽大根 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３１年２月２８日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）平成２９年度大和高田市格付け等級がＡ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）土木工事に関する１級の資格を有する監理技術者（契約締結時

点において継続して３ヶ月以上の雇用関係にあり、監理技術者講習

を５年以内に受講した者）を当該工事に専任で配置できる者である

こと。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措
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置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお

渡しします。） 

（４）受付期間 

平成３０年５月７日（月）から平成３０年５月１１日（金）まで 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年５月１４日（月） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成３０年５月７日（月）から平成３０年５月１８日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年５月３０日（水）午後５時まで 

（２）送信先 
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大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成３０年５月３１日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年６月３日（日）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年６月４日（月）午前９時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決

定 

落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１９ 最低制限基準比

較価格 

￥８２，１１０，０００－（消費税等抜き） 
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２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第８号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成３０年５月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 工事名 高６枝西三倉堂１丁目地内管渠工事（５４）・給配水管移設工事（Ｇ

５４） 

２ 工事場所 大和高田市 西三倉堂１丁目 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年１０月３１日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）平成２９年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措

置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 
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（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお

渡しします。） 

（４）受付期間 

平成３０年５月７日（月）から平成３０年５月１１日（金）まで 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年５月１４日（月） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成３０年５月７日（月）から平成３０年５月１８日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年５月２３日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成３０年５月２４日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 
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平成３０年５月２７日（日）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年５月２８日（月）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比

較価格 

￥１７，８５０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第９号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）
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第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成３０年５月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 工事名 高６枝南陽町地内管渠工事（５１）・給配水管移設工事（Ｇ５１） 

２ 工事場所 大和高田市 南陽町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年１０月３１日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）平成２９年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措

置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお

渡しします。） 

（４）受付期間 

平成３０年５月７日（月）から平成３０年５月１１日（金）まで 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後
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１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年５月１４日（月） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成３０年５月７日（月）から平成３０年５月１８日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年５月２３日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成３０年５月２４日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年５月２７日（日）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市
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契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年５月２８日（月）午前９時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比

較価格 

￥１５，０８０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第１０号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成３０年５月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 工事名 高６枝南陽町地内管渠工事（５３）・給配水管移設工事（Ｇ５３） 

２ 工事場所 大和高田市 南陽町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年１０月３１日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 
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（２）平成２９年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生

法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措

置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお

渡しします。） 

（４）受付期間 

平成３０年５月７日（月）から平成３０年５月１１日（金）まで 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年５月１４日（月） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 
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８ 入札説明書（仕様

書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成３０年５月７日（月）から平成３０年５月１８日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年５月２３日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成３０年５月２４日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年５月２７日（日）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年５月２８日（月）午前９時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 
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（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比

較価格 

￥９，２５０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

 

 

 


